
事　業　評　価　シ　ー　ト 地域保健福祉サービス推進
事業

075101

075101 地域保健福祉サービス推進事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

地域・高齢者福祉

地域の協力体制の構築

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

各種保健福祉サービス

保健福祉サービスの享受者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

市民への各種保健福祉サービスの提供にあたり、サービスメニューや提供機関の多様化に伴うサービスの重複
や非効率化を防ぎ、最も適したサービスの種類、方法の検討調整及び評価、開発を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

地域保健福祉サービス推進委員会開催回数 4 回

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

福祉長寿課福祉部

市事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１６年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

地域保健福祉サービス推進委
員会開催回数

4 - -26 (決算) 4 - -100.00 - -

4 - -27 (予算) - - -100.00 - -

4 - -28 (計画) - - -100.00 - -

4 - -29 (計画) - - -100.00 - -

4 - -30 (計画) - - -100.00 - -

地域保健福祉サービス推進
事業

075101145/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 地域保健福祉サービス推進
事業

075101

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

地域保健福祉サービス推進委員会の設置により保健、医療、福祉等との連絡調整体制、支援体制が整備され、
市民に最適の保健福祉サービスを提供する。　

・意図（どういう状態にしたいのか）

行政と住民の役割分担と、地域における福祉等に対する意識の醸成。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
市内６地区における地域福祉計画の実施。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

350 25626 (決算) 552 0902 -

473 25627 (予算) 552 01,025 -

485 25628 (計画) 552 01,037 -

485 25629 (計画) 552 01,037 -

485 25630 (計画) 552 01,037 -

地域保健福祉サービス推進
事業

075101146/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 地域保健福祉サービス推進
事業

075101

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

成果を向上させる余地はほとんどない。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

地域保健福祉サービス推進
事業

075101147/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 地域保健福祉サービス推進
事業

075101

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
9
9

保健・医療・福祉の分野において、効率的な行政運営を達成するた
めに必要であり、必要性は高い。 9

9
9

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
9
9

市民に最適の保健福祉サービスを提供するために市民から必要と
する意見が得られており、効率性は高い。 9

9
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

市民や有識者の意見等を計画づくりに反映しているので、有効性
は高い。 9

8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

サービスメニューや提供機関の多様化に伴いサービスの重複や非
効率化を防ぎ、最も適した各種の保健福祉サービスの提供を目指
すので、公平性は高い。

9
9

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

保健・医療・福祉サービスに係る計画を策定するとともに進行管理
を推進するもので、優先度は高い。 9

9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
B ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・

A ・
B ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

サービスの重複や非効率化を防ぎ、効率的な運営をするために必要である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

地域保健福祉サービス推進
事業

075101148/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 福祉プラン・地域福祉計画策
定事業

075104

075104 福祉プラン・地域福祉計画策定事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

地域・高齢者福祉

地域の協力体制の構築

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

全市民

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

社会福祉法第１０７条に規定されている「座間市地域福祉活動計画」を改定する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

設定せず

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

福祉長寿課福祉部

市

社会福祉法

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２２年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

設定せず

- - -26 (決算) - - -- - -

- - -27 (予算) - - -- - -

- - -28 (計画) - - -- - -

- - -29 (計画) - - -- - -

- - -30 (計画) - - -- - -

福祉プラン・地域福祉計画策
定事業

075104149/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 福祉プラン・地域福祉計画策
定事業

075104

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

市民、行政が一体となり、本市が直面する福祉に関する課題に総合的に取り組むことにより、「健やかで、安
らぎに満ちた福祉社会」の実現と、福祉に関して地域でもなにかできないかを課題とし、市民と協働してより
具体的な「地域社会福祉」の構築を図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

地域福祉計画と福祉プランを統合する。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
福祉行政に関する政策目標及び取り組むべき政策を
明らかにした計画を策定する。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

社会福祉法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

2,257 13026 (決算) 281 02,538 -

5,195 26027 (予算) 561 05,756 -

0 028 (計画) 1 01 -

0 029 (計画) 1 01 -

0 030 (計画) 1 01 -

福祉プラン・地域福祉計画策
定事業

075104150/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 福祉プラン・地域福祉計画策
定事業

075104

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

成果を向上させる余地は多少ある。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

福祉プラン・地域福祉計画策
定事業

075104151/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 福祉プラン・地域福祉計画策
定事業

075104

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
8
9

社会福祉法第１０７条に規定する市町村地域福祉計画であり、市の
福祉施策の総合的な取組方針を定める計画であり、必要性は高
い。

9
8
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
8

福祉分野の各計画の上位計画として連携しており、効率性は高い。
7
8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
6

地域福祉の施策など事業実施の方向性を定めるため、有効正は高
い。 9

6

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

地域福祉の受益は市民に公平に行き渡るので、公平性は高い。
9
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

法定計画であり、優先性は高い。
9
9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
A ・

B ・
B ・
B ・

A ・
Ｃ ・

A ・
－

A ・
A ・

A ・
B ・
A ・

B ・
B ・

B ・

B ・
Ｃ ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 7B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

市の総合的な福祉施策の取組方針を定めるために必要である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

福祉プラン・地域福祉計画策
定事業

075104152/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 高齢者保健福祉計画策定事
業

075113

075113 高齢者保健福祉計画策定事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

地域・高齢者福祉

地域の協力体制の構築

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

市民

65歳以上の市民及び家族

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

高齢者保健福祉の政策目標及び取り組むべき政策を明らかにした計画を策定する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

設定せず

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

福祉長寿課福祉部

市

老人福祉法、介護保険法

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１１年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

設定せず

- - -26 (決算) - - -- - -

- - -27 (予算) - - -- - -

- - -28 (計画) - - -- - -

- - -29 (計画) - - -- - -

- - -30 (計画) - - -- - -

高齢者保健福祉計画策定事
業

075113153/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 高齢者保健福祉計画策定事
業

075113

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

座間市総合計画に基づき、高齢者保健福祉を支える基本理念、要介護高齢者を支える基本理念を策定し、その
実現を目指す。

・意図（どういう状態にしたいのか）

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
高齢者保健福祉の政策目標及び取り組むべき政策を
明らかにした計画を策定する。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

老人福祉法、介護保険法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

883 10526 (決算) 227 01,110 -

0 627 (予算) 13 013 -

1,500 8428 (計画) 182 01,682 -

1,500 10529 (計画) 227 01,727 -

0 630 (計画) 13 013 -

高齢者保健福祉計画策定事
業

075113154/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 高齢者保健福祉計画策定事
業

075113

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

評価対象外

取り組んでいるが多少改善の余地がある。

高い。

成果を向上させる余地は多少ある。

限定されていない。

評価対象外

優先度が極めて高い。

評価対象外

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ｂ（7点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（7点）

－

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

－

視点１

視点２

Ａ（9点）

－

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

高齢者保健福祉計画策定事
業

075113155/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 高齢者保健福祉計画策定事
業

075113

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
7
9

老人福祉法により市町村介護保険事業計画と一体のものとして作
成することがさだめられており、介護保険法により三年を一期とされ
ている計画であり、平成２６年度中に策定の必要がある。

9
7
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

7
－
6

委託事業者を活用し、市民ニーズの分析、課題の抽出を行うなど
実態に沿った内容の計画策定を行っている。 7

－
6

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
6

介護サービス、施設サービス等の目標設定のため有効である。
8
6

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
－

法令に基づく。
9
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
－

法令に基づく。
9
－

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
A ・

B ・
－
Ｃ ・

B ・
Ｃ ・

A ・
－

A ・
－

A ・
B ・
A ・

B ・
－

Ｃ ・

B ・
Ｃ ・

A ・
－

A ・
－

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

市民ニーズの分析、課題の抽出を行い、地域の実態に沿ったサービスを行うために必要である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

高齢者保健福祉計画策定事
業

075113156/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 社会貢献活動促進事業075201

075201 社会貢献活動促進事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

地域・高齢者福祉

ボランティアの育成

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

チョッピリ先生連絡会会員

全市民

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

高齢者の持つ技術や経験を登録し、地域や団体、学校からの要請により各種の技能を教えるチョッピリ先生と
して派遣する。事業は社会福祉協議会に補助金を交付して実施。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

活動回数（年間） 1,300 回

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

福祉長寿課福祉部

市

座間市チョッピリ先生活動促進事業補助金交付要綱

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

活動回数（年間）

1328 - -26 (決算) 1328 - -102.20 - -

1560 - -27 (予算) - - -120.00 - -

1400 - -28 (計画) - - -107.70 - -

1400 - -29 (計画) - - -107.70 - -

1400 - -30 (計画) - - -107.70 - -

社会貢献活動促進事業075201157/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 社会貢献活動促進事業075201

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

高齢者が生きがいを持つ社会参加の促進。

・意図（どういう状態にしたいのか）

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
高齢者が生きがいを持ち、社会参加を促進するため
継続して事業を実施する。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

座間市チョッピリ先生活動促進事業補助金交付要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

650 826 (決算) 18 1,328668 503

780 827 (予算) 18 1,300798 614

650 828 (計画) 18 1,300668 514

650 029 (計画) 1 1,300651 501

650 030 (計画) 1 1,300651 501

社会貢献活動促進事業075201158/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 社会貢献活動促進事業075201

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

効率的である。

取り組んでいるが多少改善の余地がある。

高い。

成果を向上させる余地はほとんどない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先的に実施したほうが望ましい。

無視できない影響がある。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（7点）

Ｃ（6点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｃ（6点）

Ｃ（6点）

改善する必要性がある。Ｃ（6点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性がある。Ｃ（6点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

社会貢献活動促進事業075201159/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 社会貢献活動促進事業075201

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

7
7
7

高齢者の生きがいと、社会参加の促進を図るために必要である。
7
7
7

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

7
6
6

指導者の高齢化により登録者が減少している。
7
6
6

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
7

地域や学校において、高齢者の技術や、伝承遊びは子どもたちに
は良い影響を与えている。 6

7

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

6
7

登録者の減少が課題となっている。
7
7

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

6
7

高齢社会にあって、高齢者の生きがいづくりとしての役割は高い。
6
4

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
B ・

B ・
Ｃ ・
Ｃ ・

Ｃ ・
B ・

B ・
B ・

Ｃ ・
Ｄ ・

B ・
B ・
B ・

B ・
Ｃ ・

Ｃ ・

B ・
B ・

Ｃ ・
B ・

Ｃ ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 6Ｃ ・ 6Ｃ ・

内部評価

6

Ｃ
点

平均 8B ・ 7B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 B ・ 7B ・7

内部評価

7

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 7 5Ｃ ・

内部評価

6

Ｃ
点

事業評価（内部）： 7B 点 一次評価： 7B 点 二次評価： 6C 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

高齢者の社会参加の促進につながる事業だが、登録者の減少が課題となっている。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

社会貢献活動促進事業075201160/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 四十雀（しじゅうから）倶楽部
事業

075404

075404 四十雀（しじゅうから）倶楽部事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

地域・高齢者福祉

高齢者の就労と生きがい対策

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

高齢者

概ね65歳以上で、要介護状態になるおそれのある高齢者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

在宅高齢者に対し、地域の実施場所で通所によるレクリエーション・軽スポーツ・創作・趣味の活動などを実
施する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

参加登録者数（年間） 425 人

会場数（年間） 17 箇所

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

福祉長寿課福祉部

市

座間市四十雀倶楽部事業実施要綱

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１８年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

参加登録者数（年間） 会場数（年間）

212 17 -26 (決算) 212 17 -49.90 100.00 -

280 17 -27 (予算) - - -65.90 100.00 -

300 17 -28 (計画) - - -70.60 100.00 -

320 17 -29 (計画) - - -75.30 100.00 -

340 17 -30 (計画) - - -80.00 100.00 -

四十雀（しじゅうから）倶楽部
事業

075404161/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 四十雀（しじゅうから）倶楽部
事業

075404

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

高齢者が要介護状態にならないよう自立した生活ができるようにする。

・意図（どういう状態にしたいのか）

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
介護保険利用前の高齢者の介護予防を図る。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

座間市四十雀倶楽部事業実施要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

5,023 152726 (決算) 3,291 2128,314 39,217

5,239 152727 (予算) 3,291 2808,530 30,464

5,500 152728 (計画) 3,291 3008,791 29,303

5,500 152729 (計画) 3,291 3208,791 27,472

5,500 152730 (計画) 3,291 3408,791 25,856

四十雀（しじゅうから）倶楽部
事業

075404162/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 四十雀（しじゅうから）倶楽部
事業

075404

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

十分効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

四十雀（しじゅうから）倶楽部
事業

075404163/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 四十雀（しじゅうから）倶楽部
事業

075404

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

高齢者が要介護状態にならないよう、自立した生活ができるように
する。 9

9
9

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

10
8
9

要介護認定者・特定高齢者を除く、高齢者を対象に実施している。
10
8
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

自立生活の助長及び介護予防に効果が高い。
6
10

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
7

要介護状態になるおそれのある高齢者を対象者とし、材料費等実
費を徴収している。 9

7

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

介護予防に貢献度が高く、今後、行政の関わりを少なくし、ボラン
ティアを中心とした運営を行うことにより、地域福祉の先駆的な事業
となる。

6
5

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
B ・
A ・

Ｃ ・
A ・

A ・
B ・

Ｃ ・
Ｃ ・

A ・
A ・
A ・

A ・
B ・

A ・

A ・
A ・

A ・
B ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 10A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 8B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 B ・ 10 6Ｃ ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

介護予防につながるため必要性は高い。今後はボランティアを中心とした運営で、地域福祉の推
進につながるよう検討が必要である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

四十雀（しじゅうから）倶楽部
事業

075404164/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト シルバー人材センター運営
助成事業

075410

075410 シルバー人材センター運営助成事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

地域・高齢者福祉

高齢者の就労と生きがい対策

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

シルバー人材センター

シルバー人材センター登録会員

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

６０歳以上の方々に働く場を提供するシルバー人材センターに補助金を交付する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

会員数（累積） 1,240 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

福祉長寿課福祉部

市

（社）シルバー人材センター補助金交付要綱

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

会員数（累積）

703 - -26 (決算) 703 - -56.70 - -

970 - -27 (予算) - - -78.20 - -

1020 - -28 (計画) - - -82.30 - -

1070 - -29 (計画) - - -86.30 - -

1120 - -30 (計画) - - -90.30 - -

シルバー人材センター運営
助成事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト シルバー人材センター運営
助成事業

075410

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

６０歳以上の高齢者に就業の場を確保する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

受託業務が軽度の作業のため仕事量が限定される。就業先の拡大、就業機会の均等化し、就業機会の増加のた
め、会員の職能開発を図る必要がある。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
シルバー人材センターに補助金を交付し６０歳以上
の方々に働く場を提供する。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

（社）シルバー人材センター補助金交付要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

8,861 2326 (決算) 50 7038,911 12,676

8,862 2327 (予算) 50 9708,912 9,188

8,862 2328 (計画) 50 1,0208,912 8,737

8,862 2329 (計画) 50 1,0708,912 8,329

8,862 2330 (計画) 50 1,1208,912 7,957

シルバー人材センター運営
助成事業

075410166/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト シルバー人材センター運営
助成事業

075410

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

一部ニーズに即（さない）していない部分もある。

一部対応していない部分もある。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

見直す余地がある。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

Ｃ（6点）

Ｃ（6点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｃ（5点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性がある。Ｃ（6点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

シルバー人材センター運営
助成事業

075410167/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト シルバー人材センター運営
助成事業

075410

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

6
6
9

高齢化が益々進む中、生きがいと社会貢献への意欲の向上のた
め、高齢者に就業の場を確保するために必要な事業である。 6

6
9

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
9
9

経済状況に影響されるため不安定となっている｡
9
9
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
9

制度が普及して、社会的にもその存在が認められ、成果として出て
きているが、課題として会員の職能開発にも積極的に取り組みを求
める。

9
9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
5

ひとつの仕事を複数の会員が分け合ったり、就労期間の制限を実
施し、仕事の配分等、公平性を確保した｡ 7

5

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
10

団塊の世代の大量退職者の増大を考えると公益社団法人である
が、設立の趣旨から、運営助成は必要である｡ 8

8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

Ｃ ・
Ｃ ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

B ・
Ｃ ・

B ・
B ・

Ｃ ・
Ｃ ・
A ・

A ・
A ・

A ・

A ・
A ・

B ・
Ｃ ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 Ｃ ・ 6Ｃ ・6

内部評価

6

Ｃ
点

平均 B ・ 10 8B ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

高齢化が進む中、高齢者の就業の場を確保し、社会参加の充実を図るために安定した運用に努め
る必要がある。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

シルバー人材センター運営
助成事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 敬老祝金支給事業075416

075416 敬老祝金支給事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

地域・高齢者福祉

高齢者の就労と生きがい対策

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

高齢者

88歳･99歳・100歳以上の者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

長寿を祝うために敬老祝金等を交付する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

支給対象者の人数（年間） 517 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

福祉長寿課福祉部

市

座間市敬老祝金交付要綱

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 昭和３３年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

支給対象者の人数（年間）

333 - -26 (決算) 333 - -64.40 - -

441 - -27 (予算) - - -85.30 - -

508 - -28 (計画) - - -98.30 - -

508 - -29 (計画) - - -98.30 - -

508 - -30 (計画) - - -98.30 - -

敬老祝金支給事業075416169/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 敬老祝金支給事業075416

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

多年にわたり社会の進展に寄与してきた高齢者に敬愛の意を表し、長寿を祝う。

・意図（どういう状態にしたいのか）

年々対象者が増加するため、事業の内容について検討する必要がある。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
18年度及び19年度、22年度に、交付額等の見直しを
行った。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

座間市敬老祝金交付要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

3,718 22426 (決算) 483 3334,201 12,616

4,444 22427 (予算) 483 4414,927 11,172

5,591 22428 (計画) 483 5086,074 11,957

5,591 22429 (計画) 483 5086,074 11,957

5,591 22430 (計画) 483 5086,074 11,957

敬老祝金支給事業075416170/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 敬老祝金支給事業075416

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

一部ニーズに即（さない）していない部分もある。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

一定の効果がある。

効率的である。

取り組んでいるが多少改善の余地がある。

高い。

成果を向上させる余地は多少ある。

限定されていない。

見直す余地がある。

優先度が低い。

無視できない影響がある。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

Ｃ（6点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｃ（6点）

Ｃ（6点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ｄ（4点）

Ｃ（5点）

改善する必要性がある。Ｃ（6点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性がある。Ｃ（5点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

敬老祝金支給事業075416171/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 敬老祝金支給事業075416

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

6
8
8

節目年齢（米寿・白寿）や１００歳以上の方に、祝金及び祝い品を贈
り、長寿をお祝いすることにより、高齢者の方々に希望を持ってもら
い、福祉の向上を図っているが、高齢者の増加の中で事業のあり
方についても精査する必要がある。

6
8
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

6
6
6

厳しい財政状況と高齢者の増加に伴ない、更なる効率化を模索す
る必要がある。 6

6
6

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
6

高齢者の生活実態に即したきめ細かな対応が課題となる。
6
6

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
6

敬老祝い金の支給対象者については、今後の財政状況に応じて
検討する必要がある。 10

－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

4
6

財政状況を見極めつつ、事業目的に沿う方策について研究する必
要がある。 4

4

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

Ｃ ・
B ・
B ・

Ｃ ・
Ｃ ・
Ｃ ・

Ｃ ・
Ｃ ・

A ・
－

Ｄ ・
Ｄ ・

Ｃ ・
B ・
B ・

Ｃ ・
Ｃ ・

Ｃ ・

B ・
Ｃ ・

A ・
Ｃ ・

Ｄ ・
Ｃ ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 6Ｃ ・ 6Ｃ ・

内部評価

6

Ｃ
点

平均 7B ・ 6Ｃ ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 B ・ 10A ・8

内部評価

9

A
点

平均 Ｄ ・ 5 4Ｄ ・

内部評価

5

Ｃ
点

事業評価（内部）： 7B 点 一次評価： 7B 点 二次評価： 7B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

高齢者の増加により、事業の在り方を検討する必要がある。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

敬老祝金支給事業075416172/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 老人クラブ活動助成事業075419

075419 老人クラブ活動助成事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

地域・高齢者福祉

高齢者の就労と生きがい対策

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

老人クラブ

老人クラブ加入会員

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

老人クラブ連合会及び地域老人クラブへ補助金を交付する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

単位クラブ総会員数 2,100 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

福祉長寿課福祉部

市

座間市老人クラブ等活動事業補助金交付要綱

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成３年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

単位クラブ総会員数

2046 - -26 (決算) 2046 - -97.40 - -

2100 - -27 (予算) - - -100.00 - -

2100 - -28 (計画) - - -100.00 - -

2100 - -29 (計画) - - -100.00 - -

2100 - -30 (計画) - - -100.00 - -

老人クラブ活動助成事業075419173/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 老人クラブ活動助成事業075419

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

地域の老人クラブの活動強化を図る。　　　　　　　　　

・意図（どういう状態にしたいのか）

各老人クラブの新規加入者の減少｡

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
地域老人クラブ、老人クラブ連合会活動の活性化を
図るため、事務局（社協）指導を強化する。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

座間市老人クラブ等活動事業補助金交付要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

3,977 24826 (決算) 535 2,0464,512 2,205

4,050 24827 (予算) 535 2,1004,585 2,183

4,078 24828 (計画) 535 2,1004,613 2,197

4,078 24829 (計画) 535 2,1004,613 2,197

4,078 24830 (計画) 535 2,1004,613 2,197

老人クラブ活動助成事業075419174/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 老人クラブ活動助成事業075419

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

一部ニーズに即（さない）していない部分もある。

一部対応していない部分もある。

公共性等から市が実施する方が妥当である。

一定の効果がある。

極めて効率的である。

取り組んでいるが多少改善の余地がある。

普通

成果を向上させる余地は多少ある。

一部限定されており限定の度合いが大きい。

見直す余地がある。

優先度が高い。

無視できない影響がある。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性がある。Ｃ（6点）

改善する必要性がある。Ｃ（6点）

Ｃ（6点）

Ｃ（6点）

Ｃ（5点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｃ（5点）

Ａ（9点）

Ｃ（5点）

視点１

視点２

Ｃ（5点）

Ｃ（5点）

視点１

視点２

Ｄ（3点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｃ（6点）

改善する必要性がある。Ｃ（6点）

改善する必要性がある。Ｃ（5点）

改善する必要性がある。Ｃ（5点）

改善する必要性がある。Ｃ（6点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

老人クラブ活動助成事業075419175/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 老人クラブ活動助成事業075419

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

6
6
5

高齢者が社会の一員として、豊かで健全な暮らしをするのはもとよ
り、閉じこもりの防止など、介護に至らないためにも、クラブの育成を
図る必要がある｡

6
6
5

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

5
9
5

会員の高齢化が進んでおり、活動が停滞ぎみのため、会員の増強
を推進する必要がある。 5

9
5

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

5
5

健康で潤いのある生活をおくるためには、社会活動や趣味を通じ
て、仲間づくりを進め生きがいを高めることが大切である。 5

5

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

3
6

クラブへの加入者が年々減小してきている｡加入促進をはかるため
の事業の見直しなどを考える必要がある。 3

6

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
7

高齢者の生きがい対策として優先度は高い。
6
4

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

Ｃ ・
Ｃ ・
Ｃ ・

Ｃ ・
A ・
Ｃ ・

Ｃ ・
Ｃ ・

Ｄ ・
Ｃ ・

Ｃ ・
Ｄ ・

Ｃ ・
Ｃ ・
Ｃ ・

Ｃ ・
A ・

Ｃ ・

Ｃ ・
Ｃ ・

Ｄ ・
Ｃ ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 6Ｃ ・ 6Ｃ ・

内部評価

6

Ｃ
点

平均 6Ｃ ・ 6Ｃ ・

内部評価

6

Ｃ
点

平均 5Ｃ ・ 5Ｃ ・

内部評価

5

Ｃ
点

平均 Ｃ ・ 5Ｃ ・5

内部評価

5

Ｃ
点

平均 Ｃ ・ 7 5Ｃ ・

内部評価

6

Ｃ
点

事業評価（内部）： 6C 点 一次評価： 6C 点 二次評価： 5C 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

加入者の減少傾向があり、加入の促進を行うなどの検討が必要である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト いきいき高齢者応援事業075425

075425 いきいき高齢者応援事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

地域・高齢者福祉

高齢者の就労と生きがい対策

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

お祝い品（金品）給付者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

一定の期間に渡って介護サービスの利用がなく、介護保険料の滞納がなく、直近で長期入院の履歴がない高齢
者に対し、金品を給付する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

給付対象者数 200 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

福祉長寿課福祉部

市事業主体 補助補助単独 新規新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２６年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

給付対象者数

182 - -26 (決算) 182 - -91.00 - -

200 - -27 (予算) - - -100.00 - -

200 - -28 (計画) - - -100.00 - -

200 - -29 (計画) - - -100.00 - -

200 - -30 (計画) - - -100.00 - -

いきいき高齢者応援事業075425177/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト いきいき高齢者応援事業075425

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

介護サービスを利用せず健康に過ごしている高齢者が、健康な状態を維持し、健康への意欲を高めることを目
的とする。

・意図（どういう状態にしたいのか）

制度の設計、金品の選定と金額及び給付方法、各種データの入手方法と個人情報の利用承認等。

・事業実施上の検討課題

成果指標

80歳以上の要介護認定者の割合成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式 （１－介護認定者数（８０歳以上）
÷住基人口（８０歳以上））
×１００

目標値 52

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
高齢者の健康への意欲が高まることにより、要介護
認定の割合が減少する。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

5826 (決算) 58111.50

5727 (予算) -109.60

5628 (計画) -107.70

5529 (計画) -105.80

5430 (計画) -103.80

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

546 26026 (決算) 561 1821,107 6,082

679 26027 (予算) 561 2001,240 6,200

1,150 26028 (計画) 561 2001,711 8,555

1,150 26029 (計画) 561 2001,711 8,555

1,150 26030 (計画) 561 2001,711 8,555

いきいき高齢者応援事業075425178/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト いきいき高齢者応援事業075425

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

成果を向上させる余地は多少ある。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先的に実施したほうが望ましい。

無視できない影響がある。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｃ（6点）

Ｃ（5点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性がある。Ｃ（6点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

いきいき高齢者応援事業075425179/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト いきいき高齢者応援事業075425

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

7
7
7

日頃から健康に配慮し、及び介護予防に取り組んでいる高齢者に
対し、賞品を授与することで、高齢者の健康意識の増進を図る。 7

7
7

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

7
7
7

高齢者の健康への意識が高まることにより、要介護認定の割合が
減少する。 7

7
7

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
6

介護サービスを利用せずに健康に過ごしている高齢者が、健康な
状態を維持し、健康の意欲を高めることが大切である。 8

6

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

一定の期間に渡って介護サービスの利用がなく、介護保険料の滞
納がなく、直近で長期入院の履歴がない高齢者に対し、給付する。 8

7

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
6

高齢者の健康への意欲が高まることにより、要介護認定の割合が
減少する。 5

4

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
Ｃ ・

B ・
B ・

Ｃ ・
Ｄ ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・

B ・
Ｃ ・

B ・
B ・

B ・
Ｃ ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 B ・ 8B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 7 5Ｃ ・

内部評価

6

Ｃ
点

事業評価（内部）： 7B 点 一次評価： 7B 点 二次評価： 7B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

高齢者の健康への意欲を高め、介護の予防につながるため、必要である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

いきいき高齢者応援事業075425180/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 緊急通報システム電話貸与
事業

075507

075507 緊急通報システム電話貸与事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

地域・高齢者福祉

在宅高齢者の自立支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

慢性疾患を有する日常生活上見守りが必要なひとり暮らし高齢者等

日常生活上見守りが必要な高齢者及びその家族

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

専用の緊急通報電話機器及びペンダント（発信機）を貸与し、ひとり暮らし高齢者等が急病になった場合に緊
急通報先（委託事業者）へ通報する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

緊急通報電話設置台数 250 台

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

福祉長寿課福祉部

市

座間市緊急通報システム事業実施要綱

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

緊急通報電話設置台数

88 - -26 (決算) 88 - -35.20 - -

200 - -27 (予算) - - -80.00 - -

200 - -28 (計画) - - -80.00 - -

200 - -29 (計画) - - -80.00 - -

200 - -30 (計画) - - -80.00 - -

緊急通報システム電話貸与
事業

075507181/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 緊急通報システム電話貸与
事業

075507

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

ひとり暮らし高齢者等の急病に対する不安感が解消されるとともに緊急時の対応が迅速になされる。

・意図（どういう状態にしたいのか）

緊急通報先を委託事業者に変更したことによる検証を重ね、今後検討課題を明確にする。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
18年6月(4.5月は第1通報先変更工事期間)から第一通
報先を、特別養護老人ホーム委託から消防本部司令
室に変更。
27年2月から第一通報先を駆け付け体制の取れる事業
者とし、空間センサーを取り付け、見守りを強化し
た。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

座間市緊急通報システム事業実施要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

805 31426 (決算) 677 881,482 16,841

6,576 31427 (予算) 677 2007,253 36,265

5,690 31428 (計画) 677 2006,367 31,835

5,690 31429 (計画) 677 2006,367 31,835

5,690 31430 (計画) 677 2006,367 31,835

緊急通報システム電話貸与
事業

075507182/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 緊急通報システム電話貸与
事業

075507

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

成果を向上させる余地はほとんどない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

緊急通報システム電話貸与
事業

075507183/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 緊急通報システム電話貸与
事業

075507

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

8
8
9

慢性の病気を持っているひとり暮らしの高齢者等が、専用の緊急通
報装置を貸与し、緊急時に、通報することで、委託事業者が駆けつ
け・消防に連絡するなどの迅速な対応ができる。

8
8
7

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

7
8
7

駆けつけサービスのとれる事業者に委託したことにより緊急時の対
応が容易になり、人感センサー・健康相談などのサービスが増え、
ひとり暮らしの不安の解消を図る。

7
8
7

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

慢性疾患を抱えている一人暮らし高齢者等に効果が高く、人感セ
ンサーを設置したため、緊急時動けない高齢者にも対応でき、高齢
者の孤独死等の解消を図る。

7
7

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

対象者を拡大したため、慢性疾患のない75歳以上のひとり暮らし高
齢者や85歳以上の高齢者のみ世帯の不安の解消を図ることができ
る。

8
6

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

核家族化の進展に伴い、一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦のみ
の世帯が増加する中で、高齢者の孤独死等の解消を図る上からも
必要である。

7
9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
Ｃ ・

B ・
A ・

B ・
B ・
A ・

B ・
B ・

B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 8B ・ 7B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 B ・ 7B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 8 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 7B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

一人暮らし高齢者等や高齢者世帯の増加により、事業の必要性が増している。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

緊急通報システム電話貸与
事業

075507184/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト あんしん賃貸支援事業075510

075510 あんしん賃貸支援事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

地域・高齢者福祉

在宅高齢者の自立支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

民間賃貸住宅に入居を希望する高齢者

民間賃貸住宅に入居を希望する高齢者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

高齢者の入居を拒まない民間賃貸住宅の情報提供のため、住まい探し相談会を開催するとともに、サポーター
を派遣し高齢者が不動産業者と契約する際などの様々な支援を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

相談会実施回数 6 回

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

福祉長寿課福祉部

市事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２１年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

相談会実施回数

6 - -26 (決算) 6 - -100.00 - -

6 - -27 (予算) - - -100.00 - -

6 - -28 (計画) - - -100.00 - -

6 - -29 (計画) - - -100.00 - -

6 - -30 (計画) - - -100.00 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト あんしん賃貸支援事業075510

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、県が平成２０年度から始めた
「あんしん賃貸支援事業(対象：高齢者、障がい者、外国人、子育て世帯)」に県内各自治体も参加を求められ
ているため、高齢者等の民間住宅への円滑な入居を促進し安心できる賃貸借関係を構築する為の事業を実施す
る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
平成21年度からの新規事業。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

270 6026 (決算) 130 30400 13,333

280 6027 (予算) 130 30410 13,667

270 6028 (計画) 130 30400 13,333

270 6029 (計画) 130 30400 13,333

270 6030 (計画) 130 30400 13,333
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事　業　評　価　シ　ー　ト あんしん賃貸支援事業075510

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要がある。

一定の効果がある。

十分効率的である。

取り組んでいるが多少改善の余地がある。

普通

成果を向上させる余地はほとんどない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先的に実施したほうが望ましい。

無視できない影響がある。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｃ（6点）

Ｂ（8点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ｃ（6点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｃ（6点）

Ｃ（6点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性がある。Ｃ（6点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト あんしん賃貸支援事業075510

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

8
8
8

高齢者の入居を拒まない民間賃貸住宅の情報提供のため住まい
探し相談会を開催するとともに、サポーターを派遣し、高齢者が不
動産業者と契約する際などの様々な支援行い、高齢者等の民間住
宅への円滑な入居を促進し安心できる賃貸借関係を構築する。

7
7
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
6

高齢者等の入居を拒まない民間賃貸住宅の情報提供のため、住ま
い探し相談会を開催するとともに、サポーターを派遣し高齢者が不
動産業者と契約する際などの様々な支援を行い、高齢者等の安心
を確保する。

4
8
6

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

6
8

あんしん賃貸支援事業で相談を受けることで、高齢者等の円滑な
賃貸住宅への入居が促進できる。 6

6

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

高齢者世帯への住居支援であり、対象者への不安解消に役立て
る。 6

8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

6
6

住宅確保要配慮者の住宅の安定に配慮する。
6
6

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
A ・

Ｄ ・
B ・
Ｃ ・

Ｃ ・
Ｃ ・

Ｃ ・
B ・

Ｃ ・
Ｃ ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

Ｃ ・

Ｃ ・
B ・

B ・
B ・

Ｃ ・
Ｃ ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 7B ・ 6Ｃ ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 7B ・ 6Ｃ ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 B ・ 7B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｄ ・ 6 6Ｃ ・

内部評価

6

Ｃ
点

事業評価（内部）： 7B 点 一次評価： 7B 点 二次評価： 7B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

高齢者の増加に伴い必要性が増す事業である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 高齢者地域見守りネットワー
ク事業

075604

075604 高齢者地域見守りネットワーク事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

地域・高齢者福祉

高齢者の日常生活支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

見守りの必要な高齢者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

地域に「高齢者地域見守りネットワーク」を組織し、ネットワークの構築に向けた各種の催しを企画検討す
る。
また、地域を選定し、その地域の社会資源や高齢者のニーズ調査等を行い、実態を把握してネットワークの全
体像と方向性を検討し、『見守り推進員』『高齢者お手伝い隊』などのモデル事業を試行し事業評価を行っ
て、市全域への展開を目指す。
事業は、地域包括ケアシステムを活用しながら実施する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

モデル事業実施箇所数 30 箇所

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

福祉長寿課福祉部

市事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～準備段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２３年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

モデル事業実施箇所数

0 - -26 (決算) 0 - -0.00 - -

2 - -27 (予算) - - -6.70 - -

2 - -28 (計画) - - -6.70 - -

3 - -29 (計画) - - -10.00 - -

4 - -30 (計画) - - -13.30 - -

高齢者地域見守りネットワー
ク事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 高齢者地域見守りネットワー
ク事業

075604

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

高齢者が住みなれた地域で自立した生活をしていくために、地域住民による見守りや声かけ、手伝いなどのた
め、支えあいの仕組みを地域に広げる。

・意図（どういう状態にしたいのか）

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
高齢者が住みなれた地域で自立した生活をしていく
ためには、地域の方による見守りや声かけ、手伝い
が必要であるため、「高齢者地域見守りネットワー
ク」を組織し、支えあいの仕組みづくりを地域に広
げていく。 ☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

1,412 89126 (決算) 1,921 3003,333 11,110

1,432 89127 (予算) 1,921 6003,353 5,588

1,500 89128 (計画) 1,921 1,0003,421 3,421

1,500 89129 (計画) 1,921 1,5003,421 2,281

1,500 89130 (計画) 1,921 2,0003,421 1,711

高齢者地域見守りネットワー
ク事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 高齢者地域見守りネットワー
ク事業

075604

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

成果を向上させる余地はほとんどない。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

高齢者地域見守りネットワー
ク事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 高齢者地域見守りネットワー
ク事業

075604

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活をしていくためには、地
域の方による見守りや声かけ、手伝いが必要であり、今後、地域包
括ケアシステムの中核を成すよう地域の支え合いの仕組みづくりと
して必要である。

10
10
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

10
8
8

高齢者地域見守りネットワークの推進には、ボランティアや地域福
祉コーディネーターの育成を図る必要がある。 7

8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

社会福祉協議会やNPO、自治会との連携も欠くことができない。
10
6

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

高齢者等市民を対象としているものであり、公平性は高い。
10
8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

高齢者の孤独死などの社会問題は、高齢者人口の増加の中で今
後も増える可能性があり、高齢者見守りネットワークの役割は重要
である。

9
8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

B ・
B ・
B ・

A ・
Ｃ ・

A ・
B ・

A ・
B ・

A ・
A ・
A ・

A ・
B ・

B ・

A ・
A ・

A ・
A ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 10A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・10

内部評価

10

A
点

平均 Ｃ ・ 8 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活をしていくためには、地域の方による見守りや声かけ、
手伝いが必要である。社会福祉協議会、NPOや自治会とも連携し「地域見守りネットワーク」の
参加者数を増やしていく必要がある。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

高齢者地域見守りネットワー
ク事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 老人ホーム入所措置事業075613

075613 老人ホーム入所措置事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

地域・高齢者福祉

高齢者の日常生活支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

居宅において養護を受けることが困難な高齢者

養護老人ホームあるいは特別養護老人ホームに入所措置
されている者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

何らかの理由により在宅生活が困難になった者について、養護老人ホームに入所措置を講ずる。また、やむを
得ない事由(虐待や認知症)により、老人福祉法の規定に基づき入所措置を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

年間措置数 144 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

福祉長寿課福祉部

市

老人福祉法

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

法定受託事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

年間措置数

58 - -26 (決算) 58 - -40.30 - -

144 - -27 (予算) - - -100.00 - -

144 - -28 (計画) - - -100.00 - -

144 - -29 (計画) - - -100.00 - -

144 - -30 (計画) - - -100.00 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 老人ホーム入所措置事業075613

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

居宅において養護を受けることが困難な高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定を図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

身元引受人がいない者の死亡後の取り扱い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
現状の体制維持に努め高齢者の心身の健康の保持及
び生活の安定を図る。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

老人福祉法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

8,219 21926 (決算) 472 88,691 1,086,375

9,893 21927 (予算) 472 1310,365 797,308

11,000 21928 (計画) 472 1311,472 882,462

11,000 21929 (計画) 472 1311,472 882,462

11,000 21930 (計画) 472 1311,472 882,462
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事　業　評　価　シ　ー　ト 老人ホーム入所措置事業075613

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 老人ホーム入所措置事業075613

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

5
5
8

居宅において、養護を受けることが困難な高齢者の心身の健康保
持及び生活の安定を図る。 8

8
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
8

特別養護老人ホーム・養護老人ホームに入所措置をする。
8
8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

必要に応じ入所措置を行う。
9
9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

法の規定に基づき、市が入所措置したものであり、公平でなくては
ならない。また、費用負担は定められている。 8

8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
8

法令に基づく。
9
9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
A ・

B ・
B ・
B ・

A ・
A ・

B ・
B ・

A ・
A ・

Ｃ ・
Ｃ ・
B ・

B ・
B ・

B ・

A ・
A ・

B ・
B ・

A ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 6Ｃ ・ 9A ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 8B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

法令に基づき、居宅で養護を受けることが困難な高齢者の心身の健康保持及び生活の安定を図る
ため養護老人ホームに入所措置するものであり、必要性は高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 移送サービス事業075625

075625 移送サービス事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

地域・高齢者福祉

高齢者の日常生活支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

高齢者・身体障害者

一般の交通機関を利用することが困難な高齢者及び身体
障害者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

高齢者・身体障がい者に対し、通院、社会活動に参加する時等にリフト車等による移送サービスを提供する事
業を行うため、道路運送法に基づく福祉有償運送の登録をした特定非営利活動法人に補助金を交付する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

移送サービス利用回数（年間） 700 回

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

福祉長寿課福祉部

市

移送サービス事業補助金交付要綱

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～準備段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１２年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

移送サービス利用回数（年間）

632 - -26 (決算) 632 - -90.30 - -

700 - -27 (予算) - - -100.00 - -

700 - -28 (計画) - - -100.00 - -

700 - -29 (計画) - - -100.00 - -

700 - -30 (計画) - - -100.00 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 移送サービス事業075625

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

外出困難な高齢者・身体障がい者の社会活動への参加が図られる。

・意図（どういう状態にしたいのか）

実施主体の健全な運営を図り市と連携しながらの事業とする必要がある。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
社協委託をやめ、平成18年度から補助事業としたと
ころ、利用回数が大幅に増えたため、平成19年度か
ら利用料自己負担を見直しし、月ごとの利用回数の
上限を設け、継続している。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

移送サービス事業補助金交付要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

4,635 10926 (決算) 235 6324,870 7,706

4,608 10927 (予算) 235 7004,843 6,919

4,510 10928 (計画) 235 7004,745 6,779

4,510 10929 (計画) 235 7004,745 6,779

4,510 10930 (計画) 235 7004,745 6,779
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事　業　評　価　シ　ー　ト 移送サービス事業075625

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

成果を向上させる余地は多少ある。

限定されていない。

適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 移送サービス事業075625

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

8
6
8

一般の交通機関を利用することが困難な方が、外出や在宅福祉
サービスを利用する際の移動手段として必要性が高い。 8

7
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

6
8
8

ノーマライゼーションにむけた取り組みの中で、利用者の拡大、
サービスの充実を図る必要がある。 7

8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
6

移送サービスを支えるボランティアやNPO等の育成を図る必要が
る。 7

6

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

広報、ホームページ等を活用し、利用者の拡大を図る必要がある。
9
9

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

ノーマライゼーションの実現に向け、事業を促進する必要がある。
7
8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
Ｃ ・

A ・
A ・

B ・
B ・

B ・
Ｃ ・
B ・

Ｃ ・
B ・

B ・

B ・
Ｃ ・

A ・
A ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 7B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 7B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 A ・ 9A ・10

内部評価

10

A
点

平均 Ｃ ・ 8 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

ノーマライゼーションの実現につながり、必要性が高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 在宅老人緊急短期入所事業075628

075628 在宅老人緊急短期入所事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

地域・高齢者福祉

高齢者の日常生活支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

介護保険法に規定する要介護者及び要支援者等

要支援、要介護者とその家族

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

介護者の病気・事故等により介護が受けられない要介護者等を施設に一時的に入所させる。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

緊急短期入所実利用人数（年間） 11 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

福祉長寿課福祉部

市

座間市緊急短期入所事業実施要綱

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１２年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

緊急短期入所実利用人数（年
間）

5 - -26 (決算) 5 - -45.50 - -

11 - -27 (予算) - - -100.00 - -

11 - -28 (計画) - - -100.00 - -

11 - -29 (計画) - - -100.00 - -

11 - -30 (計画) - - -100.00 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 在宅老人緊急短期入所事業075628

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

介護者と要介護者の不安感が解消されるとともに、緊急時の対応が迅速になされる。

・意図（どういう状態にしたいのか）

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｄ　（コストを現状維持＝最大限にコストと成果がバランスがとれている状況）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
平成22年度から、対象者を非課税世帯に属するもの
に限定することとし、利用額の削減を図った。 ☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

座間市緊急短期入所事業実施要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

197 6026 (決算) 130 5327 65,400

355 6027 (予算) 130 11485 44,091

800 6028 (計画) 130 11930 84,545

800 6029 (計画) 130 11930 84,545

800 6030 (計画) 130 11930 84,545
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事　業　評　価　シ　ー　ト 在宅老人緊急短期入所事業075628

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 在宅老人緊急短期入所事業075628

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

介護者の病気・事故等により、介護が受けられない要介護者等を一
時的に入所させる。 9

9
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

10
8
8

特養ホームの短期入所の空きベットを利用し実施することにより効
率性が図られる。 9

8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

介護者と要介護者の不安感が解消され、緊急時の対応が迅速なさ
れる。 9

9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

介護保険の利用者負担と同額である。
10
10

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

高齢者の在宅生活を支えるためには緊急時の対応を図ることが必
要であり優先度は高い。 9

10

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
B ・
B ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
B ・

B ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 10A ・10

内部評価

10

A
点

平均 B ・ 10 10A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 10A 点 一次評価： 10A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

緊急時の対応であることから必要性は高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト はいかい高齢者位置検索事
業

075646

075646 はいかい高齢者位置検索事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

地域・高齢者福祉

高齢者の日常生活支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

はいかい高齢者

はいかい高齢者とその家族

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

はいかい高齢者に対し位置検索機器を貸与し、はいかいした場合には機器検索によって位置確認し保護する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

はいかい位置検索器利用者数 10 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

福祉長寿課福祉部

市

座間市はいかい高齢者位置確認事業実施要綱

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１４年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

はいかい位置検索器利用者数

11 - -26 (決算) 11 - -110.00 - -

10 - -27 (予算) - - -100.00 - -

10 - -28 (計画) - - -100.00 - -

10 - -29 (計画) - - -100.00 - -

10 - -30 (計画) - - -100.00 - -

はいかい高齢者位置検索事
業
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事　業　評　価　シ　ー　ト はいかい高齢者位置検索事
業

075646

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

はいかい高齢者の介護家族の身体的・精神的負担の軽減及び本人の安全が図られる。

・意図（どういう状態にしたいのか）

貸与台数の利用増を図るため周知方法の検討が必要。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｄ　（コストを現状維持＝最大限にコストと成果がバランスがとれている状況）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
NTT機器が使用できなくなったことから、19年度から
事業者を変更。月額使用料が減額となった。 ☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

座間市はいかい高齢者位置確認事業実施要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

78 7926 (決算) 171 42249 5,929

64 7927 (予算) 171 40235 5,875

101 7928 (計画) 171 41272 6,634

101 7929 (計画) 171 42272 6,476

101 7930 (計画) 171 43272 6,326

はいかい高齢者位置検索事
業
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事　業　評　価　シ　ー　ト はいかい高齢者位置検索事
業

075646

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

極めて対応している。

公共性等から市が実施する方が妥当である。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでいるが多少改善の余地がある。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ａ（9点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

はいかい高齢者位置検索事
業

075646207/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト はいかい高齢者位置検索事
業

075646

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

6
9
6

認知症の高齢者も増加している中、はいかい高齢者の位置検索を
図り大事に至らないようにするために必要な事業である。 7

9
6

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

7
7
6

有効に機能しているが、認知症の高齢者数と比較し利用者が少な
い。 7

7
6

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

認知症の高齢者を持つ家族にとって、安心して在宅介護が図られ
る。 8

9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
7

対象者は限定されているが、公平性は保たれている。
7
6

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
9

認知症の高齢者の在宅生活を支え、家族介護を図るためには必要
な事業である。 8

9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
A ・
Ｃ ・

B ・
B ・
Ｃ ・

B ・
A ・

B ・
Ｃ ・

B ・
A ・

Ｃ ・
A ・
Ｃ ・

B ・
B ・

Ｃ ・

A ・
B ・

B ・
B ・

B ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 7B ・7

内部評価

7

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

認知症の高齢者を持つ家族の介護支援として有効な事業である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

はいかい高齢者位置検索事
業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 老人福祉施設建設助成事業075707

075707 老人福祉施設建設助成事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

地域・高齢者福祉

福祉施設の維持管理

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

老人福祉施設を整備する社会福祉法人

施設利用者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に基づく老人福祉施設の施設整備に対し、予算の範囲内
において負担（補助）金を交付する。生ゴミ処理機を設置した老人福祉施設に対し、処理機の購入費用又は賃
借料、ランニングコスト等の2分の１を補助する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

整備総ベッド数（累積） 550 床

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

福祉長寿課福祉部

市

老人福祉施設等助成要綱

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 昭和５６年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

整備総ベッド数（累積）

380 - -26 (決算) 380 - -69.10 - -

510 - -27 (予算) - - -92.70 - -

510 - -28 (計画) - - -92.70 - -

510 - -29 (計画) - - -92.70 - -

510 - -30 (計画) - - -92.70 - -

老人福祉施設建設助成事業075707209/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 老人福祉施設建設助成事業075707

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

施設整備を行うことにより、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時介護を必要とし、かつ、居宅に
おいてこれを受けることが困難な高齢者が入所する特別養護老人ホーム等の老人福祉施設の充実を図ることに
より、入所待機者の解消を図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

介護保険制度浸透に伴ない施設利用者（待機者）が増加している。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｄ　（コストを現状維持＝最大限にコストと成果がバランスがとれている状況）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
平成32年度までに目標量550床整備予定。平成26年度
までに510床整備を計画。 ☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

老人福祉施設等助成要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

107,820 19426 (決算) 419 380108,239 284,839

99,416 3927 (予算) 85 51099,501 195,100

13,362 3928 (計画) 85 51013,447 26,367

11,010 3929 (計画) 85 51011,095 21,755

4,760 3930 (計画) 85 5104,845 9,500

老人福祉施設建設助成事業075707210/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 老人福祉施設建設助成事業075707

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 老人福祉施設建設助成事業075707

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

8
8
10

在宅で介護が困難な高齢者の入所希望が増加し、特養ホームは
益々必要な施設となっている｡ 9

9
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
7

国の制度の中で運営しているが、国の考えも変化しているので、情
報収集に努める｡ 9

8
7

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

特養ホーム利用者の増加が見込まれる中、施設建設により待機者
の減少が見込まれる。 10

10

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

施設は入所基準をつくり、公平性や透明性を考慮し、入所判定委
員会により入所決定を実施している。 8

8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

待機者が多い状況から、施設建設は優先せざるを得ないが、介護
給付費の増により、介護保険料も増となるため、今後も精査が必要
となる｡

10
10

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
B ・
B ・

A ・
A ・

B ・
B ・

A ・
A ・

B ・
B ・
A ・

B ・
B ・

B ・

A ・
A ・

B ・
B ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 B ・ 8B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 B ・ 10 10A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

特養ホーム利用者の増加が見込まれる中、施設建設により待機者の減少が期待できる。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

老人福祉施設建設助成事業075707212/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 市社会福祉協議会補助事業075901

075901 市社会福祉協議会補助事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

地域・高齢者福祉

福祉団体の地域活動支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

座間市社会福祉協議会

サービスの受給者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

座間市社会福祉協議会の運営費に対する補助金の交付。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

にこにこサービス事業利用時間 780 時間

ボランティアセンター登録件数（団体＋個人） 450 件

喜寿お祝い記念事業実績（参加率） 45 ％

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

福祉長寿課福祉部

市

社会福祉法人の助成に関する条例

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成９年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

にこにこサービス事業利用時間 喜寿お祝い記念事業実績（参加
率）

ボランティアセンター登録件数
（団体＋個人）

623 432 34.726 (決算) 623 432 34.779.90 96.00 77.10

810 460 34.527 (予算) - - -103.80 102.20 76.70

780 450 4128 (計画) - - -100.00 100.00 91.10

780 450 4229 (計画) - - -100.00 100.00 93.30

780 450 4330 (計画) - - -100.00 100.00 95.60

市社会福祉協議会補助事業075901213/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 市社会福祉協議会補助事業075901

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

社会福祉法人の運営に関する助成により、地域福祉の向上と社会福祉協議会事業の充実を図る。　　　　　　

・意図（どういう状態にしたいのか）

福祉に対する様々なニーズが増大し、それらに伴う経費の増加。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
事業の充実を図るとともに経費の削減に努める。
（改善策）平成１５年度情報公開制度の導入

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

社会福祉法人の助成に関する条例

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

86,953 2026 (決算) 44 31,00086,997 2,806

93,240 2027 (予算) 44 31,00093,284 3,009

93,240 2028 (計画) 44 31,00093,284 3,009

93,240 2029 (計画) 44 31,00093,284 3,009

93,240 2030 (計画) 44 31,00093,284 3,009
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事　業　評　価　シ　ー　ト 市社会福祉協議会補助事業075901

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

成果を向上させる余地はほとんどない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 市社会福祉協議会補助事業075901

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

8
7
8

専門的視野を有する社会福祉協議会は、地域福祉・地域づくりを果
たす役割の拠点として必要性が高いが、社会福祉協議会として独
自の事業展開を摸索する必要がある｡

8
7
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

6
7
7

事業内容の効率的充実を求め、経費の節減とＰＲに努める必要が
ある｡ 7

7
7

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
6

多様化する社会のニーズに応えるためには、常に効率的な運営に
努め、自主的な工夫をすることが必要である。 8

7

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

福祉施策で公平性や受益者負担は重要な課題である｡今後も適正
なものになるよう、常に見直しを図ることが必要である｡ 8

8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
9

事業によっては、見直しが必要だが、継続的なもので、重要なもの
も数多くあり、その優先度は高い｡ 9

9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

A ・
A ・

B ・
B ・
B ・

Ｃ ・
B ・

B ・

B ・
Ｃ ・

B ・
B ・

B ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 7B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 B ・ 8B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

地域福祉、地域づくりを果たす上で社会福祉協議会の役割は大きい。今後は自主事業の充実が求
められる。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 知的障がい者等地域生活支
援事業

085101

085101 知的障がい者等地域生活支援事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

障がい者援護施設等の支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

１８歳以上の知的障害者

１８歳以上の知的障害者でサービスを受けた人

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

知的障がい者をグループホーム等に入居させ、その更生に必要な援助を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

家賃助成対象人数 107 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

知的障害者福祉法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

家賃助成対象人数

75 - -26 (決算) 75 - -70.10 - -

80 - -27 (予算) - - -74.80 - -

87 - -28 (計画) - - -81.30 - -

92 - -29 (計画) - - -86.00 - -

97 - -30 (計画) - - -90.70 - -

知的障がい者等地域生活支
援事業

085101217/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 知的障がい者等地域生活支
援事業

085101

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

知的障がい者の日常生活の自立、対人関係の改善等を図り、就労等社会参加を促す。

・意図（どういう状態にしたいのか）

対象者の重度化もあり、福祉的就労が多くなっている。また、障害者自立支援法における地域生活の拠点とし
て、今後増設が図られ、利用が増加すると考える。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
パソコン等活用による事務改善で業務の所要時間の
削減を図り、成果を向上させる。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

知的障害者福祉法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

187,294 5126 (決算) 110 77187,404 2,433,818

196,027 5127 (予算) 110 82196,137 2,391,915

236,344 5128 (計画) 110 87236,454 2,717,862

268,810 5129 (計画) 110 92268,920 2,923,043

306,134 5130 (計画) 110 97306,244 3,157,155

知的障がい者等地域生活支
援事業

085101218/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 知的障がい者等地域生活支
援事業

085101

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

知的障がい者等地域生活支
援事業

085101219/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 知的障がい者等地域生活支
援事業

085101

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

知的障がい者等が地域で自立した生活をするための必要な事業で
ある。市民ニーズが非常に高い。 10

10
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

10
10
9

法で定められたサービス事業である。
10
10
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
9

知的障がい者等の福祉を支える事業であり、有効性が高い。
9
10

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

対象者や費用負担は法で定められている。
9
9

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

障害者総合支援法に基づく事業であり、優先度や市民への影響度
は極めて高い。 9

9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 A ・ 9A ・10

内部評価

10

A
点

平均 B ・ 10 9A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 10A 点 一次評価： 10A 点 二次評価： 10A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

地域において共同生活を営む知的障がい者等に対しての日常生活支援であり、必要性は高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

知的障がい者等地域生活支
援事業

085101220/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者支援事業085125

085125 障がい者支援事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

障がい者援護施設等の支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

身体障害児・者、知的障害児・者

身体・知的障害児者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

障がい者が自ら福祉サービス提供事業者、施設などを選択・契約し自立と社会参加に向け必要な支援を行い福
祉の増進を図る。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

入所･通所者数 8,975 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１５年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

入所･通所者数

3506 - -26 (決算) 3506 - -39.10 - -

4462 - -27 (予算) - - -49.70 - -

5131 - -28 (計画) - - -57.20 - -

5131 - -29 (計画) - - -57.20 - -

5131 - -30 (計画) - - -57.20 - -

障がい者支援事業085125221/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者支援事業085125

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

適切な訓練や援護の支援をすることにより、得意なことを伸ばし、自立した生活意欲・社会適応能力の向上を
図り、個々に合った自立生活ができるよう支援する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスに移行され、当事者・家族の福祉サービスの向上が図られたが、
限られた資源(施設)であるため利用者への情報提供が必要不可欠となる。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
需要は多く、事業費の維持を図り成果を向上させ
る。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

418,951 24026 (決算) 518 323419,469 1,298,666

420,053 24027 (予算) 518 371420,571 1,133,615

528,413 24028 (計画) 518 427528,931 1,238,714

528,413 24029 (計画) 518 427528,931 1,238,714

528,413 24030 (計画) 518 427528,931 1,238,714

障がい者支援事業085125222/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者支援事業085125

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

極めて効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

成果を向上させる余地はほとんどない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（9点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

障がい者支援事業085125223/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者支援事業085125

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
9
10

障害者総合支援法に基づき、障がい者が自立するため、障がいに
応じた生活訓練や就労系訓練の機会が求められており、必要性が
高い。

9
9
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
9
8

施設入所者は、他の制度との重複はないが、通所者の場合は制度
を組み合わせて利用している方も多い。 8

9
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

障がいがあっても意欲的に生活するため、個々に合わせ、支援施
設を通じて事業の有効性を高めていく。 8

8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

障がいの状況や環境に応じてサービスを選択するが、サービス受
給希望者に、公平にサービスの提供は行われる。 6

8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
8

自らサービスを選択し、サービスを利用する扶助事業である。
7
8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

B ・
A ・
B ・

B ・
B ・

Ｃ ・
B ・

B ・
B ・

A ・
A ・
A ・

B ・
A ・

B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 B ・ 7B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 8 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

ノーマライゼーションの理念に基づき、障がい者が地域の中で生活するために必要である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

障がい者支援事業085125224/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障害者計画策定事業085213

085213 障害者計画策定事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

地域福祉ネットワークの整備

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

身体障害者、知的障害者、精神障害者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

平成30年度から平成32年度までの障がい者福祉施策と障害福祉サービスに関する見込量とその見込を確保する
ための方策に関する計画を策定する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

会議の回数 15 回

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～未着手進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２８年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

会議の回数

18 - -26 (決算) 18 - -120.00 - -

0 - -27 (予算) - - -0.00 - -

5 - -28 (計画) - - -33.30 - -

15 - -29 (計画) - - -100.00 - -

0 - -30 (計画) - - -0.00 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 障害者計画策定事業085213

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

障がい者を取り巻く環境も大きく変化してきており、障がい者福祉に関する施策を総合的・体系的に推進する
ため、障害者基本法に基づく「障害者計画」障害者総合支援法に基づく「障害福祉計画」を策定する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｄ　（コストを現状維持＝最大限にコストと成果がバランスがとれている状況）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
計画の改訂を行なう。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

3,853 7526 (決算) 162 04,015 -

0 7527 (予算) 162 0162 -

1,500 7528 (計画) 162 01,662 -

4,500 7529 (計画) 162 04,662 -

0 7530 (計画) 162 0162 -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 障害者計画策定事業085213

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

評価対象外

取り組んでいるが多少改善の余地がある。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

評価対象外

優先度が極めて高い。

評価対象外

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（7点）

－

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

－

視点１

視点２

Ａ（9点）

－

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 障害者計画策定事業085213

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
9
10

障害者計画・第四期障害福祉計画策定に向け、ニーズ調査を行う
必要がある。 9

9
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

7
－
6

障害者計画・第四期障害福祉計画策定のための指標になる。
7
－
6

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

障がい者施策・障がいサービス等の目標設定のため有効である。
9
9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
－

法令に基づく。
9
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
－

法令に基づく。
9
－

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

B ・
－
Ｃ ・

A ・
A ・

A ・
－

A ・
－

A ・
A ・
A ・

B ・
－

Ｃ ・

A ・
A ・

A ・
－

A ・
－

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

ニーズ調査の結果に基づいた地域の要望に沿った計画の策定が求められる。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 地域活動支援センター事業085216

085216 地域活動支援センター事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

地域福祉ネットワークの整備

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

障がい者の地域生活の支援、日常的な相談への対応、地域交流活動などを行う場を提供する。具体的には①創
作的活動または②生産活動の機会の提供、③社会との交流の促進などの便宜を供与し、もって、障害者等の地
域生活支援の促進を図る。I型は上記に加え専門職員を配置し、医療・福祉および地域社会基盤との連携強化
のための調整等行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

地域活動支援センター利用延人数 1,297 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者総合支援法

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１５年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

地域活動支援センター利用延
人数

805 - -26 (決算) 805 - -62.10 - -

1297 - -27 (予算) - - -100.00 - -

1297 - -28 (計画) - - -100.00 - -

1297 - -29 (計画) - - -100.00 - -

1297 - -30 (計画) - - -100.00 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 地域活動支援センター事業085216

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

障害者自立支援法における地域生活支援事業の一つで、障がいのある人が、その有する能力や適性に応じ、自
立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、相談支援やコミュニケーション活動を行い、障がい者の
自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

・意図（どういう状態にしたいのか）

今後より充実を図り、内容の充実と施設の拡充が望まれる。より多くの障害者の利用によって補助金がより有
効に活用される。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
今後より充実を図り、内容の充実と施設の拡充が望
まれる。より多くの障害者の利用によって補助金が
より有効に活用される。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者総合支援法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

82,236 9726 (決算) 210 17482,446 473,828

86,180 9727 (予算) 210 17486,390 496,494

82,943 9728 (計画) 210 17483,153 477,891

82,943 9729 (計画) 210 17483,153 477,891

82,943 9730 (計画) 210 17483,153 477,891
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事　業　評　価　シ　ー　ト 地域活動支援センター事業085216

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

成果を向上させる余地はほとんどない。

限定されていない。

適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 地域活動支援センター事業085216

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
8
8

障がい者の日常生活の支援、相談への対応及び地域交流活動を
行うことにより、人間関係・基本的生活の習得・社会復帰及び自立と
社会参加の促進を図る。

9
8
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
7
8

障がい者の地域生活には欠かせない存在であるが、財源において
市の負担割合が大きい。 8

8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
8

障がい者の自立と社会参加の促進に必要な施策である。
9
8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

事業のPRや広報等による周知の促進とともに、障がい者の自立へ
の意識啓発も重要である。 9

9

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

ノーマライゼーションの実現において、障がい者の自立と社会参加
の促進を図ることは重要である。 8

8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

A ・
B ・

A ・
A ・

B ・
B ・

A ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・

A ・
B ・

A ・
A ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 8 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

障がい者の自立と社会参加の促進を図るため必要な事業である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

地域活動支援センター事業085216232/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 番号制度障がい福祉システ
ム改修事業

085222

085222 番号制度障がい福祉システム改修事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

地域福祉ネットワークの整備

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

現行のシステムを番号法制度に対応させるよう改修を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

設定せず

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

事業主体 補助補助単独 新規新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～準備段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２７年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

設定せず

- - -26 (決算) - - -- - -

- - -27 (予算) - - -- - -

- - -28 (計画) - - -- - -

- - -29 (計画) - - -- - -

- - -30 (計画) - - -- - -

番号制度障がい福祉システ
ム改修事業

085222233/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 番号制度障がい福祉システ
ム改修事業

085222

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

番号法制度に対応した障がい福祉システムを運用する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

遅滞のないよう改修を行わなければならない。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｄ　（コストを現状維持＝最大限にコストと成果がバランスがとれている状況）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

0 026 (決算) 1 01 -

7,236 5027 (予算) 108 07,344 -

0 028 (計画) 1 01 -

0 029 (計画) 1 01 -

0 030 (計画) 1 01 -

番号制度障がい福祉システ
ム改修事業

085222234/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 番号制度障がい福祉システ
ム改修事業

085222

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（9点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

番号制度障がい福祉システ
ム改修事業

085222235/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 番号制度障がい福祉システ
ム改修事業

085222

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

国が行う制度改革であり、市でシステム改修を行う必要がある。
9
8
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
8

庁内システムと連携することにより、事務の効率化が大幅にはから
れる。 8

8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

番号法制度による業務を順調にスタートさせることが前提であり、成
果向上の余地はない。 8

8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

サービス利用者にとって、公平な提供がなされる。
10
8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

制度導入による業務開始時期が定められており、優先されるべきも
のである。 8

8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
A ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

A ・
B ・

B ・
B ・

A ・
A ・
A ・

B ・
B ・

B ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 10 8B ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

事務の効率化が期待できる。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

番号制度障がい福祉システ
ム改修事業

085222236/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 日常生活用具給付事業085307

085307 日常生活用具給付事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

生活用具等の援助

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

身体障害児者

日常生活用具給付申請者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

身体障がい児者の日常生活等の向上を目的とし給付をする。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

日常生活用具給付件数（年間） 2,250 件

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

座間市地域生活支援事業実施要綱

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１９年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

日常生活用具給付件数（年間）

2126 - -26 (決算) 2126 - -94.50 - -

2303 - -27 (予算) - - -102.40 - -

2419 - -28 (計画) - - -107.50 - -

2419 - -29 (計画) - - -107.50 - -

2419 - -30 (計画) - - -107.50 - -

日常生活用具給付事業085307237/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 日常生活用具給付事業085307

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

身体障がい児者の日常生活等においての支障を軽減すること。

・意図（どういう状態にしたいのか）

日常生活用具給付決定までに時間がかかりすぎる場合がある。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
需用が多く、事業費の維持を図り、成果を向上させ
る。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

座間市地域生活支援事業実施要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

22,886 441026 (決算) 9,504 2,12632,390 15,235

25,361 463027 (予算) 9,978 2,30335,339 15,345

30,722 486228 (計画) 10,478 2,41941,200 17,032

30,722 486229 (計画) 10,478 2,41941,200 17,032

30,722 486230 (計画) 10,478 2,41941,200 17,032

日常生活用具給付事業085307238/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 日常生活用具給付事業085307

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

成果を向上させる余地はほとんどない。

限定されていない。

ほぼ適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

日常生活用具給付事業085307239/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 日常生活用具給付事業085307

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
9
9

障がい者が日常生活を営むうえで、障がいを補完するための用具
であり、事業としての必要性は高い。 9

9
9

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
9
8

障がい者にとって日常生活を営む上で、必要不可欠な給付事業で
ある。 8

9
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
8

身体・知的障がい者・難病者の日常生活の便宜を図る。
8
8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

障がい者のうち重度の身体・知的障がい者及び難病者を対象とし
ており、費用負担について公平性は保たれている。 9

8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

障がい者が日常生活を営むうえで欠くことが出来ない事業である。
8
10

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

B ・
A ・
B ・

B ・
B ・

A ・
B ・

B ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

B ・

A ・
B ・

A ・
B ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 10 9A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

障がい者が日常生活を営む上で欠かせない用具の支給であり、必要性は高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト ショートステイ支援事業085401

085401 ショートステイ支援事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

在宅福祉サービスの推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

身体、知的障害者

障害児者でサービスを受けた人

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

身体、知的、精神障がい者を一時的に施設で支援する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

利用者数（年間） 1,503 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 昭和６３年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

利用者数（年間）

958 - -26 (決算) 958 - -63.70 - -

933 - -27 (予算) - - -62.10 - -

1026 - -28 (計画) - - -68.30 - -

1026 - -29 (計画) - - -68.30 - -

1026 - -30 (計画) - - -68.30 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト ショートステイ支援事業085401

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

身体、知的、精神障がい者を介護している家族が社会的・私的等の理由により家庭での介護が一時的に困難な
場合に、施設で援助し介護者の負担軽減を図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

需要多く、今後、地域移行が進むことにより更に社会資源が不足することが考えられる。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
事業費の維持を図り、成果を向上させる。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

49,699 24026 (決算) 518 7050,217 717,386

48,824 24027 (予算) 518 7749,342 640,805

54,306 24028 (計画) 518 8554,824 644,988

54,306 24029 (計画) 518 8554,824 644,988

54,306 24030 (計画) 518 8554,824 644,988

ショートステイ支援事業085401242/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト ショートステイ支援事業085401

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

成果を向上させる余地はほとんどない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト ショートステイ支援事業085401

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
8
10

障がい者が一時的に障害者支援施設等に入所することにより、介
護者の負担軽減を図るととも、安心して病気等の養生に努めること
ができる。

10
8
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
9
9

介護者の高齢化や病気などによる負担軽減のための事業であり、
事業の効果は高い。 8

8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
8

介護者の負担軽減に極めて有効であり、充実していく必要がある。
9
8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
10

障がい者を障害者支援施設等で預かるため、障がいの状況により
看護師など有資格者の確保や施設に一定の機能が必要となること
などあるが、必要とする方にサービスの提供が確保されており公平
性が保たれている。

8
10

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
10

介護者の負担軽減を図ることにより、介護者の介護に対する意欲の
持続に貢献できる。需要が高く、優先度は高い。 9

10

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
A ・

B ・
B ・
B ・

A ・
B ・

B ・
A ・

A ・
A ・

A ・
B ・
A ・

A ・
A ・

A ・

A ・
B ・

B ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 10 10A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

介護者の負担軽減となることから、必要とされる事業である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者・介護者日中一時
支援事業

085407

085407 障がい者・介護者日中一時支援事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

在宅福祉サービスの推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

身体障害児者、知的障害児者、精神障害者

身体障害児者、知的障害児者、精神障害者の介護者で日
中一時支援を利用する者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

障がい児者の日中における活動の場を確保し、その家族等の就労支援及び一時的な負担軽減を図る。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

年間利用延時間 61,768 時間

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

座間市地域生活支援事業実施要綱

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１３年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

年間利用延時間

34652 - -26 (決算) 34652 - -56.10 - -

36996 - -27 (予算) - - -59.90 - -

40696 - -28 (計画) - - -65.90 - -

40696 - -29 (計画) - - -65.90 - -

40696 - -30 (計画) - - -65.90 - -

障がい者・介護者日中一時
支援事業

085407245/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者・介護者日中一時
支援事業

085407

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

障がい児者の日中における活動の場を確保し、その家族等の就労支援及び一時的な負担軽減を図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に位置づけられ、障害児者の地域生活を支える重要な事業であり
非常に需要が多いことから、今後、予算と共に社会資源の確保を図っていかなければならない。また、現在の
委託方式の継続について引続き検討する必要がある。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
需要は多く、事業費の維持を図り、成果を向上させ
る。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

座間市地域生活支援事業実施要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

71,437 5026 (決算) 108 34,65271,545 2,065

83,061 5027 (予算) 108 36,99683,169 2,248

76,396 5028 (計画) 108 40,69676,504 1,880

76,396 5029 (計画) 108 40,69676,504 1,880

76,396 5030 (計画) 108 40,69676,504 1,880

障がい者・介護者日中一時
支援事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者・介護者日中一時
支援事業

085407

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

十分効率的である。

取り組んでいるが多少改善の余地がある。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

障がい者・介護者日中一時
支援事業

085407247/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者・介護者日中一時
支援事業

085407

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

在宅支援に対する、保護者又は介護者の心身などの休養や就労
支援は欠かせないものである。 9

9
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

10
8
6

事業委託したことにより、効率性が得られている。
10
8
6

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

障がい者の介助をされている家族にとっては、身近で大変利用し
やすい事業である｡ 9

10

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
9

必要な人が必要な量のサービスを利用することができ、費用負担
についても公平性がたもたれている。 8

9

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

要望が高く、介護の負担軽減や地域社会で支えあうためには、優
先度は高い。 9

9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
B ・
Ｃ ・

A ・
A ・

B ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
B ・

Ｃ ・

A ・
A ・

B ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

介護者の負担軽減につながるため、必要性は高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

障がい者・介護者日中一時
支援事業

085407248/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 居宅介護支援事業085410

085410 居宅介護支援事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

在宅福祉サービスの推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

身体障害児者・知的障害児者

家事援助、身体介護のサービスを受けた人

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護。ホームヘルパーによる家事援助・介護支援・生活相談・助言
等を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

利用延人数（年間） 2,906 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１５年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

利用延人数（年間）

1542 - -26 (決算) 1542 - -53.10 - -

1565 - -27 (予算) - - -53.90 - -

1766 - -28 (計画) - - -60.80 - -

1766 - -29 (計画) - - -60.80 - -

1766 - -30 (計画) - - -60.80 - -

居宅介護支援事業085410249/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 居宅介護支援事業085410

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

利用者の自宅での生活の援助をする。ヘルパーが、買い物、調理、介護等を行うことにより、障がい者本人及
び介護者の負担が軽減できる。

・意図（どういう状態にしたいのか）

利用者の増加に伴う事業者の確保とサービスの質の充実。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
需要が多く、事業費の維持を図り成果を向上させ
る。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

81,550 24026 (決算) 518 12382,068 667,220

91,379 24027 (予算) 518 14891,897 620,926

91,330 24028 (計画) 518 17791,848 518,915

91,330 24029 (計画) 518 17791,848 518,915

91,330 24030 (計画) 518 17791,848 518,915

居宅介護支援事業085410250/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 居宅介護支援事業085410

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

ほぼ適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

居宅介護支援事業085410251/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 居宅介護支援事業085410

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

法令に基づく事業であり、対象者本人又は保護者等が選択し、契
約して利用サービスを受けるものである。 9

9
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

10
10
8

必要なサービスを選択し、契約して利用するものであるため効率的
である。 10

10
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

障がい者が地域で自立した在宅生活を支える重要なサービスであ
る。 8

9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

サービスを均等に提供するものでなく、障がいによって必要なサー
ビスの援助である。 10

8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

障がい者が在宅で生活する上で、優先されるべき在宅援助の重要
な部分である。 9

9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・
B ・

B ・
A ・

A ・
B ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

B ・

A ・
A ・

B ・
B ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 B ・ 9A ・8

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 10 9A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

対象者や保護者等が必要なサービスを選択して受けることから、効率的なサービスである。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

居宅介護支援事業085410252/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 生活介護等事業085428

085428 生活介護等事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

在宅福祉サービスの推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

常に介護が必要な身体障害者、知的障害者、精神障害者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

障がい者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援、創作活動または軽作業等
の生産活動の機会を提供する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

生活介護利用者数 4,835 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１９年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

生活介護利用者数

2539 - -26 (決算) 2539 - -52.50 - -

3002 - -27 (予算) - - -62.10 - -

3302 - -28 (計画) - - -68.30 - -

3302 - -29 (計画) - - -68.30 - -

3302 - -30 (計画) - - -68.30 - -

生活介護等事業085428253/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 生活介護等事業085428

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

障がい者の身体機能または生活能力の向上を図り、自立した生活が送れるようにする。

・意図（どういう状態にしたいのか）

需要多く、今後、地域移行が進むことにより更に社会資源が不足することが考えられる。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
常に介護を必要な人に昼間入浴、排泄、食事の介護
等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会
を提供します。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

513,168 24026 (決算) 518 227513,686 2,262,934

515,632 24027 (予算) 518 250516,150 2,064,600

644,528 24028 (計画) 518 275645,046 2,345,622

644,528 24029 (計画) 518 275645,046 2,345,622

644,528 24030 (計画) 518 275645,046 2,345,622
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事　業　評　価　シ　ー　ト 生活介護等事業085428

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

ほぼ適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 生活介護等事業085428

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

障がい者が日常生活上の支援、身体機能や生活能力の向上のた
めの支援は必要である。 10

9
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

10
10
9

障害者総合支援法で規定されている事業である。
10
10
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

障がい者が日中の生活を送るうえで、欠かせないサービスで有効
性は高い。 9

8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

国基準で費用負担が定められている。また、障害支援区分が一定
以上のものが対象である。 10

7

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

障がい者のために充実を図る必要がある事業である。
10
10

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
B ・

A ・
B ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・

A ・
A ・

B ・
B ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 B ・ 9A ・8

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 10 10A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 10A 点 一次評価： 10A 点 二次評価： 10A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

障がい者が社会生活を営むうえでの日常生活を支援する事業であり、その必要性は高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 移動支援事業085434

085434 移動支援事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

在宅福祉サービスの推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

身体・知的・精神障害児者

身体・知的・精神障害児者でサービスを受けた人

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

年間利用者延人数 2,333 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

座間市地域生活支援事業実施要綱

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１９年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

年間利用者延人数

1345 - -26 (決算) 1345 - -57.70 - -

1449 - -27 (予算) - - -62.10 - -

1594 - -28 (計画) - - -68.30 - -

1594 - -29 (計画) - - -68.30 - -

1594 - -30 (計画) - - -68.30 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 移動支援事業085434

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

地域における障がい児者の日常生活及び社会生活を支援することにより、当事者の自立と社会参加の促進を図
る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

障がい程度によりサービス対象者を定めているが、対象外の障害児者から利用の要望が出てきている。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
需要は多く、事業費の維持を図り、成果を向上させ
る。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

座間市地域生活支援事業実施要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

32,318 14426 (決算) 311 1,29432,629 25,216

32,726 14427 (予算) 311 1,44933,037 22,800

38,427 14428 (計画) 311 1,59438,738 24,302

38,427 14429 (計画) 311 1,59438,738 24,302

38,427 14430 (計画) 311 1,59438,738 24,302
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事　業　評　価　シ　ー　ト 移動支援事業085434

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

成果を向上させる余地はほとんどない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 移動支援事業085434

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
9

障がい者の社会参加を促進するために支援を行う必要のある事業
である。 10

10
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
8
8

障がいの必要性に応じて支給量を決定するものである。
9
8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

障がい者が地域における様々な活動に積極的に参加し、生きがい
を持って生活できるようになる。 9

8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
9

障がい者の自立促進の観点から公平性は保たれている。
8
8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
9

社会参加をするうえで、当然、優先されるべきものと考える。
10
9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
B ・

A ・
B ・
B ・

A ・
B ・

B ・
B ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
B ・

B ・

A ・
B ・

B ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 8B ・9

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 10 10A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

障がい者の社会参加促進のために、必要な事業である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

移動支援事業085434260/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 福祉タクシー等事業085440

085440 福祉タクシー等事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

在宅福祉サービスの推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

在宅の重度心身障害者、特定疾患及び小児特定疾患の患者

在宅の重度心身障害者、特定疾患及び小児特定疾患の者
等

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

在宅の重度心身障がい者に、タクシー助成券、自動車燃料助成券等を交付し、障がい者の社会参加の促進を図
る。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

自動車燃料費助成券使用枚数 13,590 枚

福祉タクシー券利用人数 1,876 人

ガソリン助成券利用人数 1,257 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

市在宅重度心身障害者福祉タクシー等助成事業

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 昭和５９年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

自動車燃料費助成券使用枚数 ガソリン助成券利用人数福祉タクシー券利用人数

9645 1490 89226 (決算) 9645 1490 89271.00 79.40 71.00

10646 1468 98327 (予算) - - -78.30 78.30 78.20

11179 1542 103328 (計画) - - -82.30 82.20 82.20

11179 1542 103329 (計画) - - -82.30 82.20 82.20

11179 1542 103330 (計画) - - -82.30 82.20 82.20

福祉タクシー等事業085440261/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 福祉タクシー等事業085440

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

外出機会が増えることによって、地域社会への参加と自立を推進する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

障害の部位、生活実態や環境などにより交付枚数を検討する必要があると思われる。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
（改善点）平成22年度よりタクシー券を500円券と
100円券の2種類とし、支給金額においても見直しを
行った。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

市在宅重度心身障害者福祉タクシー等助成事業

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

22,128 27626 (決算) 595 2,37422,723 9,572

27,636 27627 (予算) 595 2,41428,231 11,695

29,000 27628 (計画) 595 2,45429,595 12,060

29,000 27629 (計画) 595 2,45429,595 12,060

29,000 27630 (計画) 595 2,45429,595 12,060

福祉タクシー等事業085440262/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 福祉タクシー等事業085440

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

一部対応していない部分もある。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

高い。

成果を向上させる余地は多少ある。

限定される傾向がある。

ほぼ適当である。

優先的に実施したほうが望ましい。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ｃ（6点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ｃ（6点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｃ（6点）

Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

福祉タクシー等事業085440263/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 福祉タクシー等事業085440

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

7
6
7

地域社会への参加と自立を推進するための支援であり、必要性は
認める。 7

6
7

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
9

支給対象者は多いが、近隣市に比べ支給額が低い。
8
8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
6

社会参加の促進を一層図るための支援である。
7
6

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

6
7

対象者が限定されているものの公平性は保たれている。
6
7

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

6
7

障がい者の社会参加推進のために、優先度の高い事業である。
6
6

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
Ｃ ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
Ｃ ・

Ｃ ・
B ・

Ｃ ・
Ｃ ・

B ・
Ｃ ・
B ・

B ・
B ・

A ・

B ・
Ｃ ・

Ｃ ・
B ・

Ｃ ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 B ・ 7B ・7

内部評価

7

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 7 6Ｃ ・

内部評価

7

Ｂ
点

事業評価（内部）： 7B 点 一次評価： 7B 点 二次評価： 7B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

障がい者の外出機会を増やすことで、地域社会への参加と自立を促すことにつながるため、有効
性は高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

福祉タクシー等事業085440264/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 児童発達支援等事業085455

085455 児童発達支援等事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

在宅福祉サービスの推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

身近な地域の障がい児支援の専門事業として、通所利用の障がい児への支援だけでなく、地域の障がい児・そ
の家族を対象とした支援や保育所等の施設に通う障がい児に対し施設を訪問するなど地域支援に対応する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

延べ利用者数 4,626 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者総合支援法・児童福祉法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２４年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

延べ利用者数

2786 - -26 (決算) 2786 - -60.20 - -

2872 - -27 (予算) - - -62.10 - -

3159 - -28 (計画) - - -68.30 - -

3159 - -29 (計画) - - -68.30 - -

3159 - -30 (計画) - - -68.30 - -

児童発達支援等事業085455265/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 児童発達支援等事業085455

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

身近な地域で障害特性に応じた専門的な支援が受けられるようにする。

・意図（どういう状態にしたいのか）

支援事業所の量的な拡大と質の確保。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者総合支援法・児童福祉法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

119,121 100426 (決算) 2,164 217121,285 558,917

118,820 107027 (予算) 2,306 239121,126 506,803

144,990 114228 (計画) 2,462 263147,452 560,654

144,990 114229 (計画) 2,462 263147,452 560,654

144,990 114230 (計画) 2,462 263147,452 560,654

児童発達支援等事業085455266/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 児童発達支援等事業085455

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

児童発達支援等事業085455267/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 児童発達支援等事業085455

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

身近な地域の在宅の障がい児支援を目的に法律に基づいて行わ
れており必要な事業である。 10

10
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

10
10
10

身近な地域で障がい特性に応じた支援を受けることができる。
10
10
10

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

障がい特性に応じた専門的な支援のため有効である。
9
10

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

サービスを必要とする障がい児に公平に機会が提供されており、ま
た費用負担は法で定められている。 10

10

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

法で定められており、優先的に実施する必要がある。
10
10

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 A ・ 10A ・10

内部評価

10

A
点

平均 B ・ 10 10A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 10A 点 一次評価： 10A 点 二次評価： 10A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

障がい特性に応じた専門的な支援を受けることができ、有効である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

児童発達支援等事業085455268/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者リハビリテーション
事業

085507

085507 障がい者リハビリテーション事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

障がい者健康維持・生活安定

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

障がい児・者や発達の遅れの疑いがある乳幼児と保護者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

専門職員による各専門領域の個別相談・支援。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

専門職員の個別相談（学齢児以上） 189 回

サニーキッズ・育児教室（集団）への参加件数 525 件

専門職員の個別相談・巡回相談（未就学児） 794 回

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 昭和５３年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

専門職員の個別相談（学齢児
以上）

専門職員の個別相談・巡回相
談（未就学児）

サニーキッズ・育児教室（集団）
への参加件数

288 676 48026 (決算) 288 676 480152.40 128.80 60.50

189 525 79427 (予算) - - -100.00 100.00 100.00

189 525 79428 (計画) - - -100.00 100.00 100.00

189 525 79429 (計画) - - -100.00 100.00 100.00

189 525 79430 (計画) - - -100.00 100.00 100.00

障がい者リハビリテーション
事業

085507269/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者リハビリテーション
事業

085507

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

各種健診・発達相談等で保護者から子どもの発達や育児不安の相談を受け、発達の遅れや障がいの早期発見、
療育に努め、母親の育児不安等を解消するための支援をする。また、障がい者の相談に対して、専門職の立場
から支援・助言を行う。

・意図（どういう状態にしたいのか）

早期発見に伴い対象児の低年齢化がすすんでいるため、子どもへの支援だけでなく家族支援が必要な傾向にあ
る。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｄ　（コストを現状維持＝最大限にコストと成果がバランスがとれている状況）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
保護者が、子どもの障害受容や発達、成長を理解し
安心して養育するための支援をする。又障害児・者
の課題に対して、専門職の立場から相談支援や市民
への啓発を行う。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

16,429 425526 (決算) 9,170 50225,599 50,994

17,033 425527 (予算) 9,170 50226,203 52,197

17,264 425528 (計画) 9,170 50226,434 52,657

17,264 425529 (計画) 9,170 50226,434 52,657

17,264 425530 (計画) 9,170 50226,434 52,657

障がい者リハビリテーション
事業

085507270/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者リハビリテーション
事業

085507

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

障がい者リハビリテーション
事業

085507271/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者リハビリテーション
事業

085507

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

8
8
8

障がい児に対する市独自のシステムであり、早期発見・早期療育を
行うことで社会適応力を付けるとともに二次障がい防ぐことができ
る。

10
8
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
8

四職種の専門職員を配置し、対象児への訓練指導や保護者から子
供の障がい受容や発達・成長を理解し安心して養育できる支援策
である。

8
8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

障がい児に的確に療育を行い、社会適応が出来るようにするうえで
有効であり、引き続き事業の継続をすることが必要である。 8

9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

事業の性格上、対象者は限定される。受益者負担はなし。
8
8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

心身に障がいがあるもの又は問題を抱えている乳幼児や保護者を
対象とし、健全な発達を促すため優先度は高い。 8

8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
A ・

B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・

A ・
A ・

B ・
B ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 8B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 8 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

市独自のシステムであり、専門職員の配置により障がいの早期発見・早期療育ができ、安心して
子育てをすることができるため、必要性が高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

障がい者リハビリテーション
事業

085507272/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 自立支援医療事業085510

085510 自立支援医療事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

障がい者健康維持・生活安定

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

障害の除去、障害の程度を軽減するために必要な治療を
受ける者。

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

障がいの除去、障がいの程度を軽減するために必要な治療を行い、療養にあわせて治療等に応じた費用を助成
し、福祉の増進を図る。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

医療受給者数（年間） 1,880 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者総合支援法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１５年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

医療受給者数（年間）

995 - -26 (決算) 995 - -52.90 - -

1342 - -27 (予算) - - -71.40 - -

1436 - -28 (計画) - - -76.40 - -

1436 - -29 (計画) - - -76.40 - -

1436 - -30 (計画) - - -76.40 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 自立支援医療事業085510

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

身体障がい者に対し、適切な医療給付を行い、家族の負担を軽減する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

自立支援医療給付決定までに時間がかかりすぎる場合がある。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
できるだけ経費を維持し、成果を向上させる。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者総合支援法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

218,840 118326 (決算) 2,550 138221,390 1,604,275

220,591 125527 (予算) 2,705 151223,296 1,478,781

216,190 132828 (計画) 2,862 166219,052 1,319,590

216,190 132829 (計画) 2,862 166219,052 1,319,590

216,190 132830 (計画) 2,862 166219,052 1,319,590
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事　業　評　価　シ　ー　ト 自立支援医療事業085510

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

成果を向上させる余地はほとんどない。

限定されていない。

ほぼ適当である。

優先度が極めて高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

自立支援医療事業085510275/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 自立支援医療事業085510

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

身体障がい児者が、障がいを除去したり、障がいの程度を軽くする
ことを目的に法律に基づいて給付を行う｡ 10

10
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
9
9

確実に効果を得られるものが対象となっており、適切な医療給付を
行うため改善の余地がない。 8

9
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
8

医師の診断により判断されるため，適切な医療給付を行える。確実
に効果を得られるものが対象となっている。 8

8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

限定されるが、医療機関で必要性を判断されるため、公平性は保
たれる。 8

7

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

治療は生命に関わるものが多く、優先し実施すべきである。
8
8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

B ・
A ・
A ・

B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

A ・
A ・
A ・

B ・
A ・

A ・

A ・
B ・

A ・
B ・

A ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 8B ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 9 8B ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

障がいの除去や程度を軽減するために必要な医療給付を行うことで、家族の負担軽減にもつなが
り、必要性が高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 療養介護給付事業085519

085519 療養介護給付事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

障がい者健康維持・生活安定

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

進行性筋萎縮症の身体障害者及び重症心身障害者で必要
な治療を受ける者。

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

進行性筋萎縮症に罹患している身体障がい者の方や重症心身障がい者の方へ医療給付等を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

療養介護給付者数 20 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者総合支援法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１８年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

療養介護給付者数

20 - -26 (決算) 20 - -100.00 - -

20 - -27 (予算) - - -100.00 - -

20 - -28 (計画) - - -100.00 - -

20 - -29 (計画) - - -100.00 - -

20 - -30 (計画) - - -100.00 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 療養介護給付事業085519

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

重症心身障がい者に対し適切な医療給付等を行うことにより、家族の負担軽減が図られる。

・意図（どういう状態にしたいのか）

負担額の年度改定の決定事務に時間がかかる。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
できるだけ経費を維持し、成果を向上させる。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者総合支援法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

55,625 2326 (決算) 50 2055,675 2,783,750

65,263 2327 (予算) 50 2065,313 3,265,650

92,415 2328 (計画) 50 2092,465 4,623,250

92,415 2329 (計画) 50 2092,465 4,623,250

92,415 2330 (計画) 50 2092,465 4,623,250
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事　業　評　価　シ　ー　ト 療養介護給付事業085519

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

療養介護給付事業085519279/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 療養介護給付事業085519

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

進行性筋萎縮症等の障がい者に対し、医療と常時介護を要する人
に対する支援であり、必要性は高い。 9

10
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
9
10

法で定める対象、支給量について、適切な給付を行っており、改善
の余地はない。 9

9
10

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

医師の判断により適切な給付が行え、事業効果は高い。
8
10

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

客観的な医師の判断に基づき実施されるため、公平性は保たれて
いる。 9

10

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

生命にかかわるもので、優先して行われるべきものである。
9
10

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

B ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 A ・ 10A ・10

内部評価

10

A
点

平均 B ・ 10 10A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 10A 点 一次評価： 10A 点 二次評価： 10A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

重症心身障がい児者に対する障害福祉サービスや医療給付は、家族の負担軽減につながるため必
要性が高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

療養介護給付事業085519280/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 手話等奉仕員養成講習会事
業

085701

085701 手話等奉仕員養成講習会事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

障がい者福祉の啓発

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

市内在住・在勤者

全市民

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

手話通訳・要約筆記の学習経験のない人で、手話等に興味のある人を対象に手話通訳養成・要約筆記養成講習
会を実施。
手話上級者に対して手話通訳者養成講座を実施。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

受講人数（年間） 40 人

講座数（年間） 3 回

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１７年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

受講人数（年間） 講座数（年間）

25 3 -26 (決算) 25 3 -62.50 100.00 -

40 3 -27 (予算) - - -100.00 100.00 -

40 3 -28 (計画) - - -100.00 100.00 -

40 3 -29 (計画) - - -100.00 100.00 -

40 3 -30 (計画) - - -100.00 100.00 -

手話等奉仕員養成講習会事
業

085701281/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 手話等奉仕員養成講習会事
業

085701

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

手話・要約筆記での日常会話を習得するとともに、聴覚障がい者の福祉制度について理解と認識を深めること
ができる。
手話上級者には手話通訳者試験への合格をもって、市の通訳派遣業務に参加いただくことにより、安定した派
遣体制の整備を目指す。

・意図（どういう状態にしたいのか）

座間市に登録がある手話通訳者の数が少なく、十分な派遣ができないことがある。
手話・要約奉仕員養成講習会修了者から、神奈川県が認定する有資格者レベルまで達するようなシステムづく
りが必要。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
毎年参加者が定員いっぱいになるようＰＲ等を工夫
する。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

1,265 226 (決算) 5 251,270 50,800

1,179 227 (予算) 5 401,184 29,600

1,339 228 (計画) 5 401,344 33,600

1,339 229 (計画) 5 401,344 33,600

1,339 230 (計画) 5 401,344 33,600

手話等奉仕員養成講習会事
業

085701282/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 手話等奉仕員養成講習会事
業

085701

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

一部対応していない部分もある。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

成果を向上させる余地はほとんどない。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ａ（10点）

Ｃ（6点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

手話等奉仕員養成講習会事
業

085701283/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 手話等奉仕員養成講習会事
業

085701

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
6
9

市町村が行う必須事業とされている。聴覚、言語機能等の障がい者
のため、手話奉仕員の養成を行い、意思疎通を助けることにより、
社会生活の利便と福祉の向上を図る。

10
6
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
8

ノーマライゼーションの実現に向け、聴覚障がい者を理解し、コミュ
ニケーションを促進することは重要である。 7

8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

手話等のコミュニケーション手段を多くの人が取得することで、障が
い者が、社会や地域の様々な情報を気軽に得られることにより、社
会参加の意欲を高めることができる。

8
8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

受講希望者には公平に機会を提供している。現行、昼間開講のた
め、夜間開催の、検討の余地がある。 10

10

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
8

他市に比べ、手話通訳者が不足しており、事業としての優先性は
高い。 8

6

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
Ｃ ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

A ・
A ・

B ・
Ｃ ・

A ・
Ｃ ・
A ・

B ・
B ・

B ・

B ・
B ・

A ・
A ・

A ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 A ・ 10A ・9

内部評価

10

A
点

平均 Ｃ ・ 9 7B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

手話奉仕員の養成は、障がい者の社会参加につながり有効な事業である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

手話等奉仕員養成講習会事
業

085701284/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 聴覚障がい者コミュニケー
ション事業

085704

085704 聴覚障がい者コミュニケーション事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

障がい者福祉の啓発

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

聴覚障害者

聴覚障害者で手話通訳利用者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

聴覚障がい者が通院、通学、公的手続、就職活動等日常生活上意思疎通を図る必要が生じた場合に手話通訳・
要約筆記者を派遣する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

手話通訳者・要約筆記者派遣回数（年間） 588 回

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

座間市手話通訳者派遣事業実施要綱

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成元年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

手話通訳者・要約筆記者派遣
回数（年間）

405 - -26 (決算) 405 - -68.90 - -

365 - -27 (予算) - - -62.10 - -

402 - -28 (計画) - - -68.40 - -

442 - -29 (計画) - - -75.20 - -

486 - -30 (計画) - - -82.70 - -

聴覚障がい者コミュニケー
ション事業

085704285/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 聴覚障がい者コミュニケー
ション事業

085704

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

聴覚障がい者の社会的自立及び日常生活上円滑な意思疎通が図られる。

・意図（どういう状態にしたいのか）

手話通訳者の有資格者が少ない。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
ろう者が健聴者と同様に社会参加しコミュニケー
ションをとることができるための施策のため、ろう
者がコミュニケーションをとりたいときにとれる社
会を目指すとコスト削減が困難な事業である。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

座間市手話通訳者派遣事業実施要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

3,717 4926 (決算) 106 3033,823 12,617

4,836 4927 (予算) 106 3334,942 14,841

5,077 4928 (計画) 106 3675,183 14,123

5,584 4929 (計画) 106 4045,690 14,084

6,142 4930 (計画) 106 4446,248 14,072

聴覚障がい者コミュニケー
ション事業

085704286/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 聴覚障がい者コミュニケー
ション事業

085704

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

適当である。

優先度が高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

聴覚障がい者コミュニケー
ション事業

085704287/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 聴覚障がい者コミュニケー
ション事業

085704

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

聴覚障がい者への情報保障のため、通訳者によりコミュニケーショ
ンを取ることは欠かせない。 9

9
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
8

聴覚障がい者に対する情報保障の手段として必要量を提供してい
るため、効率的に機能している。 8

8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
10

聴覚障がい者のコミュニケーション支援としては欠かせないサービ
スである。 7

9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
10

手話及び要約筆記による支援であり、該当者には制度が周知され
ているので、公平性は保たれる｡ 8

8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
10

重要な事業であり、引き続き市が行っていくことが必要である。
7
7

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

B ・
B ・
B ・

B ・
A ・

B ・
B ・

B ・
B ・

A ・
A ・
A ・

B ・
B ・

B ・

B ・
A ・

B ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 8B ・9

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 10 7B ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

利用要請は多いが、手話通訳有資格者が少ないことが課題である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

聴覚障がい者コミュニケー
ション事業

085704288/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者・高齢者財産保全
管理センター運営補助事業

085810

085810 障がい者・高齢者財産保全管理センター運営補助事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

権利擁護等の事業促進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

障害者・高齢者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

日常生活において、財産の保全・管理が困難な障がい者や高齢者に対し、財産保全サービスや財産管理サービ
スを行うことにより、在宅生活の安定を図り、権利を擁護する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

援助実利用者数 36 人

専門調査員訪問調査活動件数 504 件

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

座間市補助金等の交付に関する規則

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１３年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

援助実利用者数 専門調査員訪問調査活動件数

37 556 -26 (決算) 37 556 -102.80 110.30 -

33 461 -27 (予算) - - -91.70 91.50 -

34 475 -28 (計画) - - -94.40 94.20 -

35 489 -29 (計画) - - -97.20 97.00 -

36 504 -30 (計画) - - -100.00 100.00 -

障がい者・高齢者財産保全
管理センター運営補助事業

085810289/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者・高齢者財産保全
管理センター運営補助事業

085810

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

財産管理の困難な障がい者や高齢者が安心して在宅で生活をすることができる。

・意図（どういう状態にしたいのか）

親族との連携を図る必要がある。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定なし成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
障害者・高齢者の権利擁護の充実を図る。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

座間市補助金等の交付に関する規則

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

4,190 826 (決算) 18 374,208 113,730

4,190 827 (予算) 18 334,208 127,515

4,190 828 (計画) 18 344,208 123,765

4,190 829 (計画) 18 354,208 120,229

4,190 830 (計画) 18 364,208 116,889

障がい者・高齢者財産保全
管理センター運営補助事業

085810290/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者・高齢者財産保全
管理センター運営補助事業

085810

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

一定の効果がある。

十分効率的である。

取り組んでいるが多少改善の余地がある。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｃ（6点）

Ｂ（8点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

障がい者・高齢者財産保全
管理センター運営補助事業

085810291/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者・高齢者財産保全
管理センター運営補助事業

085810

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
8
8

財産保全・管理が困難な障がい者や高齢者に対し、財産保全サー
ビスや財産管理サービスを行うことにより安心・安全な在宅生活を確
保する。

10
8
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

6
8
6

他市に比べ利用者が多く、今後、高齢化によって対象者の増加が
見込まれるため、事業の必要性が高まると考えられる。 6

8
6

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
8

制度利用による支援を行うことにより、在宅で自立した生活を続ける
ことができるため、事業効果が高い。 8

9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

今後、増加が予測される財産管理が困難な障がい者や高齢者に
応じ、PR、周知を充実する必要がある。 8

10

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

今後、財産管理が困難な障がい者や高齢者が、安心した日常生活
を送るため、その事業の必要性は高まる。 9

9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
B ・

Ｃ ・
B ・
Ｃ ・

B ・
A ・

B ・
A ・

A ・
A ・

A ・
B ・
B ・

Ｃ ・
B ・

Ｃ ・

A ・
B ・

A ・
A ・

A ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・10

内部評価

10

A
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

今後、対象者の増加により事業の必要性がさらに高まると考えられる。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

障がい者・高齢者財産保全
管理センター運営補助事業

085810292/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者相談支援事業085901

085901 障がい者相談支援事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

自殺対策事業の推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

身体障害者、知的障害者、精神障害者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

障害者総合支援法における地域の障がい者の福祉に関する各般の問題につき、障がい者等からの相談に応じ、
必要な情報の提供、助言等を行うことや障がい者が適切に障害福祉サービスを利用できるよう計画相談を行な
う。また、長期入院等から地域に移行し生活することを支援する。判断能力が十分でない知的障害者や精神障
害者に対しては適切に成年後見制度の利用支援を図る。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

年間利用者延人数 3,018 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者総合支援法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１８年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

年間利用者延人数

5168 - -26 (決算) 5168 - -171.20 - -

2743 - -27 (予算) - - -90.90 - -

3018 - -28 (計画) - - -100.00 - -

3018 - -29 (計画) - - -100.00 - -

3018 - -30 (計画) - - -100.00 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者相談支援事業085901

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

障がい者の自立のための相談支援を行ない、地域のなかでともに生活できるよう支援を図る。また、成年後見
制度においては判断能力が十分でない知的障害者や精神障害者が適切に成年後見制度を利用できるよう図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

計画相談については対応できる指定相談支援事業者が少ないため指定相談支援事業所を増やすとともに不足す
る相談支援専門員を人材育成していく。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
相談支援の充実　・計画相談の充足　・特定相談支
援事業所の増強　・相談支援専門員の増員　・成年
後見制度の適正促進

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者総合支援法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

33,518 124626 (決算) 2,686 2,49336,204 14,522

48,738 137127 (予算) 2,955 2,74351,693 18,845

85,607 150928 (計画) 3,252 3,01888,859 29,443

85,607 150929 (計画) 3,252 3,01888,859 29,443

85,607 150930 (計画) 3,252 3,01888,859 29,443
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事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者相談支援事業085901

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者相談支援事業085901

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

障害者総合支援法に基づき、サービス利用に際しては、計画作成
が必須になっている。障がい者の地域での自立支援のためには、
重要な事業である。

9
9
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
9
9

市と民間委託により効率の良い相談支援が確保されている。
9
9
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

相談支援の充実を図ることにより有効性が高まる。
9
9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

多数の障がい者を対象としており、公平性は高い。
10
10

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

生活や障がい福祉サービス利用等、障がい者の自立支援の根幹
をなすものであり優先される。 9

9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 10A ・10

内部評価

10

A
点

平均 B ・ 10 9A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 10A 点 一次評価： 10A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

障がい者のニーズに即した支援を行うことができ、自立につながるため、必要性が高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 自殺対策事業085904

085904 自殺対策事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

自殺対策事業の推進

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

特定の受益者なし（全市民）

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

自殺対策に係る調査研究の推進並びに情報の収集、整理、分析。庁内関係課等が実施する自殺対策に係る調整
又は連携及び自殺対策の共同実施。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

ゲートキーパー養成研修受講人数 40 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

自殺対策基本法第４条

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２０年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

ゲートキーパー養成研修受講
人数

50 - -26 (決算) 50 - -125.00 - -

40 - -27 (予算) - - -100.00 - -

40 - -28 (計画) - - -100.00 - -

40 - -29 (計画) - - -100.00 - -

40 - -30 (計画) - - -100.00 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 自殺対策事業085904

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

自殺の防止を図り、健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

補助事業でなくなってしまったあとの市単独事業としての取り組みの検討。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

自殺対策基本法第４条

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

758 9826 (決算) 212 0970 -

603 9827 (予算) 212 0815 -

430 9828 (計画) 212 0642 -

430 9829 (計画) 212 0642 -

430 9830 (計画) 212 0642 -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 自殺対策事業085904

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

成果を向上させる余地はほとんどない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 自殺対策事業085904

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

8
8
8

自殺対策の取り組みについて、意識付けを図る啓発普及事業であ
る。 8

8
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

7
8
7

調査研究、情報収集に努め、効果的な方策を探る。
6
8
7

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
7

自殺の実態把握に努め、その対策をともに考える。
7
6

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
8

共に支えあう社会の実現を目指すものであるが、一般に理解され
にくい一面がある。 7

－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

自殺の抑制策としての重要な事業である。
7
8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
A ・

Ｃ ・
B ・
B ・

B ・
Ｃ ・

B ・
－

B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 B ・ 7B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 8 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

自殺の抑制となるよう継続して事業を行う必要がある。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

自殺対策事業085904300/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者就労支援相談事業086022

086022 障がい者就労支援相談事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

障がい者福祉

障がい者の就労支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

身体障害者、知的障害者、精神障害者

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

障がい者雇用についての企業への普及啓発及び障がい者の個々のニーズに即した就労相談を行う就労支援相談
員を設置する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

就労支援相談件数 42 件

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

障がい福祉課福祉部

市

障害者総合支援法、障害者の雇用の促進等に関する法律

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～企画段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２０年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

就労支援相談件数

17 - -26 (決算) 17 - -40.50 - -

32 - -27 (予算) - - -76.20 - -

34 - -28 (計画) - - -81.00 - -

36 - -29 (計画) - - -85.70 - -

38 - -30 (計画) - - -90.50 - -

障がい者就労支援相談事業086022301/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者就労支援相談事業086022

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

関係機関との連携のもと、就労相談を行い障がい者を就労等に結び付け自立を促進する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

ハローワーク、就労援助センター等の関係機関と連携・協力し、より適切で効果的な就労支援を実施する。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
企業等に対し、障がい者雇用への普及啓発を行いな
がら関係機関との連携を図り就労先の開拓を目指
す。年間を通じて就労相談窓口を広報し相談件数の
増加を図る。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

障害者総合支援法、障害者の雇用の促進等に関する法律

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

1,074 12026 (決算) 259 171,333 78,412

1,304 12827 (予算) 276 321,580 49,375

1,308 13628 (計画) 294 341,602 47,118

1,308 14429 (計画) 311 361,619 44,972

1,308 15230 (計画) 328 381,636 43,053

障がい者就労支援相談事業086022302/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者就労支援相談事業086022

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

成果を向上させる余地はほとんどない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

障がい者就労支援相談事業086022303/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 障がい者就労支援相談事業086022

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
8
8

障がい者の自立支援や社会参加のため必要性は高い。
9
7
7

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

7
8
7

ハローワークや就労援助センターと連携することにより効率性が確
保される。 6

8
7

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
7

就労の相談ができる地域の身近な存在として有効である。
9
6

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

３障がいを中心に手帳の有無にかかわらず対応するため公平性は
高い。 8

－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

障がい者の自立支援や社会参加は本来求められているテーマで
あり優先性は高い。 8

8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
B ・

Ｃ ・
B ・
B ・

A ・
Ｃ ・

B ・
－

B ・
B ・

A ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 B ・ 8B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 8 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

個性に見合った就労環境で、社会参加の充実を図るために必要性の高い事業である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

障がい者就労支援相談事業086022304/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 民間保育所助成事業095401

095401 民間保育所助成事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

保育対策

私立保育園のサービス充実支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

施設設置者及び施設利用者

利用児童

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

民間の認可保育所が実施する延長保育、障がい児保育、地域育児、一時保育、病後児保育等の各種保育事業に
要する経費及び入所児童に対する直接処遇と職員処遇の向上と保護者負担軽減のために助成する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

助成民間保育所数 13 箇所

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

保育課福祉部

市

子ども・子育て支援法、児童福祉法、座間市民間保育所運営費補助金交付要綱

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 昭和５７年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

助成民間保育所数

10 - -26 (決算) 10 - -76.90 - -

10 - -27 (予算) - - -76.90 - -

10 - -28 (計画) - - -76.90 - -

11 - -29 (計画) - - -84.60 - -

13 - -30 (計画) - - -100.00 - -

民間保育所助成事業095401305/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 民間保育所助成事業095401

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

民間保育所の児童、保護者に対し保育水準の維持・向上を図ることにより、保育を必要とする児童や地域の児
童の健全な育成を目指す。

・意図（どういう状態にしたいのか）

保護者の就労形態の多様化及び保育ニーズに対応するため、延長保育、障がい児保育、一時保育等の特別保育
サービスを実施し保護者の支援に努めているが、新たな保育ニーズによるサービスを検討する場合は、十分に
その効率化等を検討する必要がある。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
保育サービスの特別保育事業は主に人件費のため、
職員配置の工夫等により効率化を推進する。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

子ども・子育て支援法、児童福祉法、座間市民間保育所運営費補助金交付要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

286,855 65026 (決算) 1,401 690288,256 417,762

259,415 65027 (予算) 1,401 770260,816 338,722

319,861 65028 (計画) 1,401 820321,262 391,783

346,861 65029 (計画) 1,401 870348,262 400,301

346,861 65030 (計画) 1,401 1,020348,262 341,433
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事　業　評　価　シ　ー　ト 民間保育所助成事業095401

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

成果を向上させる余地はほとんどない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 民間保育所助成事業095401

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
8
9

少子化対策として、もっと国や県が財政支援をすべきである｡
9
8
4

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
7
8

コストのことも考慮して、運営されており、効率も上がって行くものと
思う｡ 8

7
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
7

民間の特色を生かした施策が有効だ｡
10
7

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
9

通常保育以外の部分は、受益者負担が基本である｡
8
9

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
10

少子化対策や、子育て支援の上で、中心的な事業であり、優先度
は高い。 9

8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
Ｄ ・

B ・
B ・
B ・

A ・
B ・

B ・
A ・

A ・
B ・

A ・
B ・
A ・

B ・
B ・

B ・

A ・
B ・

B ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 7B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 10 9A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

民間保育所の特色を活かした保育は、今後更に必要性を増すと考えられ重要な事業である。少子
化対策としても優先度は高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

民間保育所助成事業095401308/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 児童手当支給事業105107

105107 児童手当支給事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

子育て支援

児童の生活保障の支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

中学校修了（15歳になった後の最初の3月31日）前の児
童を養育している者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

中学校修了前までの児童に、次の手当額を支給（月額）・児童手当（所得制限限度額未満）　3歳未満
　15,000円、3歳以上小学校修了前　10,000円（第3子以降15,000円）　中学生　10,000円・特例給付（所得制
限限度額以上）　児童1人に月5,000円

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

受給延児童数 199,390 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

子育て支援課福祉部

市

児童手当法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

法定受託事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２１年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

受給延児童数

190548 - -26 (決算) 190548 - -95.60 - -

193166 - -27 (予算) - - -96.90 - -

199390 - -28 (計画) - - -100.00 - -

199390 - -29 (計画) - - -100.00 - -

199390 - -30 (計画) - - -100.00 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童手当支給事業105107

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次
代の社会を担う児童の健やかな成長に資する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｄ　（コストを現状維持＝最大限にコストと成果がバランスがとれている状況）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援する。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

児童手当法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

2,081,833 462126 (決算) 9,959 190,5482,091,792 10,978

2,099,165 457327 (予算) 9,855 193,1662,109,020 10,918

2,173,692 457328 (計画) 9,855 199,3902,183,547 10,951

2,173,692 457329 (計画) 9,855 199,3902,183,547 10,951

2,173,692 457330 (計画) 9,855 199,3902,183,547 10,951
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童手当支給事業105107

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

一部対応していない部分もある。

市で実施する必要がある。

一定の効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

普通

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ｃ（6点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｃ（6点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｃ（6点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童手当支給事業105107

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
6
10

次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するための事業で、
子育て家庭の生活の経済的負担の軽減を図る。 8

6
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

6
9
9

今後、国の責任として少子化対策としての同事業の効果を検証す
る必要がある。 6

9
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

6
9

子育て家庭の経済的負担の軽減を図ることにより、少子化対策を推
進するとしている。 6

9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
9

所得制限限度額以上の家庭にも特例給付として支給している。
10
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

家庭等における生活の安定に寄与する観点からも優先性がある。
8
5

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
Ｃ ・
A ・

Ｃ ・
A ・
A ・

Ｃ ・
A ・

A ・
－

B ・
Ｃ ・

A ・
Ｃ ・
A ・

Ｃ ・
A ・

A ・

Ｃ ・
A ・

A ・
A ・

A ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 A ・ 10A ・10

内部評価

10

A
点

平均 Ｃ ・ 9 7B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

子育て家庭の経済的負担の軽減を図るために必要な事業である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童手当システム導入事業105108

105108 児童手当システム導入事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

子育て支援

児童の生活保障の支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

中学校修了（15歳になった後の最初の3月31日）前の児
童を養育している者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

児童手当はシステムを利用して受給者情報の管理及び運用を行っているが、システムのサポートが平成28年3
月に終了するため新しいシステムの導入が必要となる。
受給者情報等を共有するため課内同一のシステムを導入する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

設定せず

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

子育て支援課福祉部

市

児童手当法

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～準備段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

法定受託事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２７年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

設定せず

- - -26 (決算) - - -- - -

- - -27 (予算) - - -- - -

- - -28 (計画) - - -- - -

- - -29 (計画) - - -- - -

- - -30 (計画) - - -- - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童手当システム導入事業105108

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

児童手当、児童扶養手当、ひとり親医療費等の同一システムを導入し受給者情報等を共有することで、利便性
が向上され事務処理を迅速にしていく。

・意図（どういう状態にしたいのか）

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
課内同一のシステムを導入することで受給者情報等
の共有ができ、事務処理が迅速になる。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

児童手当法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

0 8426 (決算) 182 0182 -

12,550 48027 (予算) 1,035 013,585 -

2,887 828 (計画) 18 02,905 -

2,887 829 (計画) 18 02,905 -

2,887 830 (計画) 18 02,905 -

児童手当システム導入事業105108314/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 児童手当システム導入事業105108

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

十分効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童手当システム導入事業105108

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
9
10

受給者情報の管理及び運用のため必要な事業である。
7
7
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
8
9

共通のシステムを導入することで情報が共有できる。
9
8
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

利便性が向上され有効性は高まる。
7
9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

迅速な対応ができるのでサービスの公平性は高い。
9
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

システムのサポートが切れるため更新は必要。
7
6

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
A ・

A ・
B ・
A ・

B ・
A ・

A ・
－

B ・
Ｃ ・

A ・
A ・
A ・

A ・
B ・

A ・

A ・
A ・

B ・
B ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 9A ・8

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 8 7B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

事務の効率化が期待できる。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童扶養手当システム導入
事業

105114

105114 児童扶養手当システム導入事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

子育て支援

児童の生活保障の支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

父（母）と生計を同じくしていない18歳までの児童を監
護していない母（父）等

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

児童扶養手当はシステムを利用して受給者情報の管理及び運用を行っているが、リース期間が平成27年3月に
終了するため更新が必要となる。
受給者情報等を共有するため課内同一のシステムを導入する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

設定せず

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

子育て支援課福祉部

市

児童扶養手当法

事業主体 単独補助単独 新規新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～未着手進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

法定受託事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２７年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

設定せず

- - -26 (決算) - - -- - -

- - -27 (予算) - - -- - -

- - -28 (計画) - - -- - -

- - -29 (計画) - - -- - -

- - -30 (計画) - - -- - -

児童扶養手当システム導入
事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童扶養手当システム導入
事業

105114

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

児童手当、児童扶養手当、ひとり親医療費等の同一システムを導入し受給者情報等を共有することで、利便性
が向上され事務処理を迅速にしていく。

・意図（どういう状態にしたいのか）

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
課内同一のシステムを導入することで受給者情報の
共有ができ事務処理が迅速になる。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

児童扶養手当法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

0 8426 (決算) 182 0182 -

12,086 48027 (予算) 1,035 013,121 -

2,643 828 (計画) 18 02,661 -

2,643 829 (計画) 18 02,661 -

2,643 830 (計画) 18 02,661 -

児童扶養手当システム導入
事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童扶養手当システム導入
事業

105114

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

十分効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

児童扶養手当システム導入
事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童扶養手当システム導入
事業

105114

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
8
9

受給者情報の管理及び運用のため必要な事業である。
7
7
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
8
9

共通のシステムを導入することで情報が共有できる。
9
8
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

利便性が向上され有効性は高まる。
7
9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

迅速な対応ができるのでサービスの公平性は高い。
9
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

システムのサポートが切れるため更新は必要。
7
6

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
A ・

A ・
B ・
A ・

B ・
A ・

A ・
－

B ・
Ｃ ・

A ・
B ・
A ・

A ・
B ・

A ・

A ・
A ・

B ・
B ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 9A ・8

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 8 7B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

事務の効率化が期待できる。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

児童扶養手当システム導入
事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童ホーム管理運営事業105201

105201 児童ホーム管理運営事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

子育て支援

児童ホームの運営

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

小学校１年から３年生を持つ家庭

児童ホーム入所家庭

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

保育を必要とする児童を、市の施設で学童保育する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

児童ホーム利用者数 776 人

児童ホーム施設数 14 箇所

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

子育て支援課福祉部

市事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 昭和５４年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

児童ホーム利用者数 児童ホーム施設数

603 13 -26 (決算) 603 13 -77.70 92.90 -

680 13 -27 (予算) - - -87.60 92.90 -

728 14 -28 (計画) - - -93.80 100.00 -

728 14 -29 (計画) - - -93.80 100.00 -

776 14 -30 (計画) - - -100.00 100.00 -

児童ホーム管理運営事業105201321/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 児童ホーム管理運営事業105201

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

留守家庭児童を児童ホームで保育し、児童の育成に努める。

・意図（どういう状態にしたいのか）

離婚によるひとり親家庭、景気の低迷による共働き、子どもを対象にした凶悪犯罪の増加による親の不安など
により、入所希望が増加し待機児童が近年急増している。　　　　　　　　　

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
各施設には、定員があるので施設の増又は他施設の
利用それに伴う人件費が必要。利用者の増加ニーズ
に対応するため１か所新設する（改善点）市立小学
校等の協力を検討、模索してゆく。　

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

110,418 249826 (決算) 5,384 603115,802 192,043

134,003 249827 (予算) 5,384 680139,387 204,981

119,006 249828 (計画) 5,384 728124,390 170,865

119,006 249829 (計画) 5,384 728124,390 170,865

125,696 249830 (計画) 5,384 776131,080 168,918
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童ホーム管理運営事業105201

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

成果を向上させる余地はほとんどない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｃ（5点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童ホーム管理運営事業105201

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
7
8

保護者が就労等により、昼間家庭にいない児童に、適切な生活の
場を与え、健全な育成を図る事業であり、年々必要性は高まってい
る。

9
8
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
5
8

指導員は、非常勤職員体制で運営している。
8
5
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

児童ホームで保育を行うことにより、保護者等が安心して働くことが
できる。 8

8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

適正な受益の負担である。
8
8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

女性の社会参加の観点からも優先性はある。これからの運営は、地
域の資源を活用して行く事も検討すべきと考える。 9

9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
B ・

B ・
Ｃ ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

A ・
A ・

A ・
B ・
B ・

B ・
Ｃ ・

B ・

A ・
B ・

B ・
B ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 8B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

希望者が増加しているため、今後は地域資源の活用を検討すべきである。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童ホームシステム導入事
業

105202

105202 児童ホームシステム導入事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

子育て支援

児童ホームの運営

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

小学校6年生までの児童

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

児童ホームは、現行システムを利用して入所者情報の管理及び運用を行っているが、現行システムのサポート
が、平成28年3月に終了するため新しいシステムの導入が必要となる。
庁内で導入が始まっているコンビニ収納及びＭＰＮ収納に対応させ、また、入所者情報等を共有するため課内
同一のシステムを導入する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

設定せず

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

子育て支援課福祉部

市

児童福祉法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～準備段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２７年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

設定せず

- - -26 (決算) - - -- - -

- - -27 (予算) - - -- - -

- - -28 (計画) - - -- - -

- - -29 (計画) - - -- - -

- - -30 (計画) - - -- - -

児童ホームシステム導入事
業

105202325/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 児童ホームシステム導入事
業

105202

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

コンビニ収納及びＭＰＮ収納に対応させることで、保護者負担金の支払方法が拡充し、市民に対しての利便性
が増し、市民サービスの向上に繋がる。
課内で同一システムを導入し、入所者情報等を共有することで、事務処理の迅速化を図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
コンビニ収納及びＭＰＮ収納に対応することで、保
護者負担金の支払方法が拡充され、利便性及び市民
サービスの向上となる。
課内同一のシステムを導入することで入所者情報等
の共有ができ、事務処理が迅速になる。 ☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

児童福祉法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

0 24026 (決算) 518 0518 -

10,941 48027 (予算) 1,035 011,976 -

2,015 828 (計画) 18 02,033 -

2,015 829 (計画) 18 02,033 -

2,015 830 (計画) 18 02,033 -

児童ホームシステム導入事
業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童ホームシステム導入事
業

105202

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

十分効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

児童ホームシステム導入事
業

105202327/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 児童ホームシステム導入事
業

105202

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
8
8

児童ホーム利用者情報の管理等に必要である。
7
7
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
7
8

既存のサーバーを利用し、庁内連携により実施。
9
8
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

児童ホームの円滑な運営に欠かせない。
7
9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

システムの導入により迅速で公平な対応ができる。
9
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

システムサポートがきれるため、更新が必要である。
7
6

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
A ・

A ・
B ・
A ・

B ・
A ・

A ・
－

B ・
Ｃ ・

A ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・

A ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 8B ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 9A ・8

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 8 7B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

事務の効率化が期待できる。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

児童ホームシステム導入事
業

105202328/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 母子自立支援員相談指導事
業

105307

105307 母子自立支援員相談指導事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

子育て支援

ひとり親家庭の支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

母子等

ひとり親家庭等

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

母子・父子自立支援員を委嘱して、母子・父子家庭等の母親や父親などに対しての相談業務、自立支援のため
の情報提供、母子生活支援施設入所を行う。必要に応じて日常生活支援員の派遣を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

年間相談件数（年間） 1,700 件

日常生活支援員派遣件数（年間） 30 件

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

子育て支援課福祉部

市

母子及び父子並びに寡婦福祉法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１５年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

年間相談件数（年間） 日常生活支援員派遣件数（年
間）

1159 19 -26 (決算) 1159 19 -68.20 63.30 -

1700 30 -27 (予算) - - -100.00 100.00 -

1700 30 -28 (計画) - - -100.00 100.00 -

1700 30 -29 (計画) - - -100.00 100.00 -

1700 30 -30 (計画) - - -100.00 100.00 -

母子自立支援員相談指導事
業

105307329/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 母子自立支援員相談指導事
業

105307

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

母子・父子等の生活自立を目指す。

・意図（どういう状態にしたいのか）

相談ケースに応じて、ＤＶ相談員、児童相談員、生保担当及び関連機関との連携を密にして制度改正に準じた
業務を遂行する必要性がある。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｄ　（コストを現状維持＝最大限にコストと成果がバランスがとれている状況）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
配偶者のない母子・父子等に対し、自立支援のため
の情報等を提供。（改善点）制度の改正に準じてよ
り充実した情報の提供

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

母子及び父子並びに寡婦福祉法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

5,221 25426 (決算) 548 1,1785,769 4,897

7,420 25427 (予算) 548 1,7307,968 4,606

7,696 25428 (計画) 548 1,7308,244 4,765

7,696 25429 (計画) 548 1,7308,244 4,765

7,696 25430 (計画) 548 1,7308,244 4,765

母子自立支援員相談指導事
業

105307330/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 母子自立支援員相談指導事
業

105307

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

ほぼ適当である。

優先度が極めて高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

母子自立支援員相談指導事
業

105307331/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 母子自立支援員相談指導事
業

105307

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

7
7
10

平成15年４月から、母子及び寡婦福祉法により市の役割になった
が、母子家庭等のケースが多様化しているため、支援の必要性が
高まっている。

8
8
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
7
8

非常勤特別職である。かなりの相談がある。
8
7
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

相談件数も多く、また、自立支援教育訓練給付補助金等の施策の
展開により、有効性が高まる。 9

9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
7

支援に係わる事業が母子だけではなく父子も対象となっている｡
8
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
7

母子及び父子並びに寡婦福祉法による｡
9
7

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
A ・

B ・
B ・
B ・

A ・
A ・

B ・
－

A ・
B ・

B ・
B ・
A ・

B ・
B ・

B ・

A ・
A ・

A ・
B ・

A ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 8B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 9 8B ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

ひとり親家庭の増加により必要性が増している。きめ細やかな相談に応じることができ、有効で
ある。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

母子自立支援員相談指導事
業

105307332/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト ひとり親家庭等医療費助成
システム導入事業

105314

105314 ひとり親家庭等医療費助成システム導入事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

子育て支援

ひとり親家庭の支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

18歳未満の児童を監護しているひとり親家庭（障害児は
20歳未満）

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

ひとり親医療費助成事業はシステム化されていないため、非効率的で事務が煩雑化している。
児童扶養手当受給者情報等と共有するため課内同一のシステムを導入する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

設定せず

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

子育て支援課福祉部

市

ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則

事業主体 単独補助単独 新規新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～準備段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２７年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

設定せず

- - -26 (決算) - - -- - -

- - -27 (予算) - - -- - -

- - -28 (計画) - - -- - -

- - -29 (計画) - - -- - -

- - -30 (計画) - - -- - -

ひとり親家庭等医療費助成
システム導入事業

105314333/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト ひとり親家庭等医療費助成
システム導入事業

105314

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

児童手当、児童扶養手当、ひとり親医療費等の同一システムを導入し受給者情報等を共有することで、利便性
が向上され事務処理を迅速にしていく。

・意図（どういう状態にしたいのか）

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
課内同一のシステムを導入することで受給者情報等
の共有ができ、事務処理が迅速になる。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

0 8426 (決算) 182 0182 -

9,645 48027 (予算) 1,035 010,680 -

4,095 828 (計画) 18 04,113 -

4,095 829 (計画) 18 04,113 -

4,095 830 (計画) 18 04,113 -

ひとり親家庭等医療費助成
システム導入事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト ひとり親家庭等医療費助成
システム導入事業

105314

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

十分効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

ひとり親家庭等医療費助成
システム導入事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト ひとり親家庭等医療費助成
システム導入事業

105314

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
8
9

受給者情報の管理及び運用のため必要な事業である。
7
7
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
8
9

システムを導入することで事務処理が迅速となる。
9
8
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

利便性が向上され有効性は高まる。
7
9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

迅速な対応ができるのでサービスの公平性は高い。
9
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

他のシステムと一緒に導入する必要がある。
7
6

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
A ・

A ・
B ・
A ・

B ・
A ・

A ・
－

B ・
Ｃ ・

A ・
B ・
A ・

A ・
B ・

A ・

A ・
A ・

B ・
B ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 9A ・8

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 8 7B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

事務の効率化が期待できる。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

ひとり親家庭等医療費助成
システム導入事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 子育て支援センター管理運
営事業

105410

105410 子育て支援センター管理運営事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

子育て支援

子育てしやすい地域環境の整備

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

子育て家庭

支援センター利用者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

（１）子育てを行っている保護者が抱える育児不安等の支援として、相談指導や自由に過ごせるリラックス・
スペースの提供。（２）地域の保育ニーズに応じた保育所事業の連携や子育てサークル等への支援としての情
報提供を図り、地域育児事業の支援を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

利用者人数 28,000 人

施設数 3 箇所

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

子育て支援課福祉部

市事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１４年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

利用者人数 施設数

26351 2 -26 (決算) 26351 2 -94.10 66.70 -

28000 3 -27 (予算) - - -100.00 100.00 -

28000 3 -28 (計画) - - -100.00 100.00 -

28000 3 -29 (計画) - - -100.00 100.00 -

28000 3 -30 (計画) - - -100.00 100.00 -

子育て支援センター管理運
営事業

105410337/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 子育て支援センター管理運
営事業

105410

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

子育て家庭が育児不安等の解消をし、育児を安心して行えるようにする。

・意図（どういう状態にしたいのか）

利用者の育児不安等の解消度を把握するためのアンケート等の実施を検討する必要がある。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
実績は、ほぼ目標値に近い状況である。今後新たな
ニーズ等を検討するため、アンケート等を実施す
る。　　　（改善点）平成２７年度において新たに
子育て支援センターを開設することで、市内３個所
で子育て支援の充実を図る。 ☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

23,052 23426 (決算) 505 26,35123,557 894

39,022 19227 (予算) 414 28,00039,436 1,408

36,098 19228 (計画) 414 28,00036,512 1,304

36,098 19229 (計画) 414 28,00036,512 1,304

36,098 19230 (計画) 414 28,00036,512 1,304

子育て支援センター管理運
営事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 子育て支援センター管理運
営事業

105410

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

子育て支援センター管理運
営事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 子育て支援センター管理運
営事業

105410

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

8
8
9

核家族化等の社会環境の変化の中で、子育て家庭が抱える育児
不安の相談や指導などの支援策が必要である。 8

8
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

10
8
8

民間事業者への委託により運営しており、効率的である｡利用者数
は、増加傾向にある｡ 10

8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
9

安心して子育てができる環境を整え、育児不安等の解消を図る。利
用者に十分活用され、喜ばれている｡ 10

9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
7

１施設の新設により、市内に３箇所の設置となったことで利用しやす
くなった｡ 7

－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
9

継続して実施して行く必要性がある｡
8
6

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
A ・

A ・
B ・
B ・

A ・
A ・

B ・
－

B ・
Ｃ ・

B ・
B ・
A ・

A ・
B ・

B ・

A ・
A ・

A ・
B ・

B ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 B ・ 7B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 9 7B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

安心して子育てが出来る環境を整え、育児不安等の解消につながることから継続した運営が必要
である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

子育て支援センター管理運
営事業

105410340/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 次世代育成支援管理事業105413

105413 次世代育成支援管理事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

子育て支援

子育てしやすい地域環境の整備

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

市民に対し少子化等の進行を抑える施策の策定

特定の受益者なし（全市民）

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

次世代育成支援対策推進法に基づき、市町村行動計画を作成し、今後１０年間の集中的・計画的な取組を推進
する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

地域協議会の開催（年間） 3 回

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

子育て支援課福祉部

市

次世代育成支援対策推進法（平成１５年　法律第１２０号）

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～未着手進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１７年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

地域協議会の開催（年間）

1 - -26 (決算) 1 - -33.30 - -

2 - -27 (予算) - - -66.70 - -

0 - -28 (計画) - - -0.00 - -

0 - -29 (計画) - - -0.00 - -

0 - -30 (計画) - - -0.00 - -

次世代育成支援管理事業105413341/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 次世代育成支援管理事業105413

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

次代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境を整備する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

次世代育成支援対策推進協議会委員でいただいた意見をいかに支援事業の改善に効果的に反映させるか。
今後策定予定の子ども・子育て支援事業計画との一体化をどのように図るか。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｄ　（コストを現状維持＝最大限にコストと成果がバランスがとれている状況）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
次世代育成支援対策地域協議会を設置し、次世代育
成支援市町村行動計画の実施に関し毎年意見交換を
行う。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

次世代育成支援対策推進法（平成１５年　法律第１２０号）

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

2,987 19226 (決算) 414 03,401 -

228 20427 (予算) 440 0668 -

0 028 (計画) 1 01 -

0 029 (計画) 1 01 -

0 030 (計画) 1 01 -

次世代育成支援管理事業105413342/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 次世代育成支援管理事業105413

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

成果を向上させる余地は多少ある。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

次世代育成支援管理事業105413343/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 次世代育成支援管理事業105413

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
9
10

次世代育成支援対策推進法に基づき、策定された行動計画の実
施。評価報告は平成26年度分までとなり、今後は子ども・子育て事
業計画に継承される。

9
9
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
9
9

行動計画に沿って事業が実施されている。
9
9
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
6

急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健や
かに生まれ、育成される環境の整備を図る。今後は子ども・子育て
事業計画に継承される。

9
6

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

毎年、次世代育成支援対策推進協議会を開催し、公表している。
9
9

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

行動計画は、今後は子ども・子育て事業計画に継承される。
10
10

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
Ｃ ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・

B ・
Ｃ ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 7B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 10 10A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

次世代育成のための行動計画の策定により、地域の子育て支援を有効に推進している。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

次世代育成支援管理事業105413344/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト ファミリーサポート事業105419

105419 ファミリーサポート事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

子育て支援

子育てしやすい地域環境の整備

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

市民

利用会員

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

地域において育児の援助を受けたい人（依頼）と行いたい人（提供）が会員となり、会員同士で相互援助活動
を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

ファミリーサポート事業の利用回数 3,500 回

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

子育て支援課福祉部

市

ファミリーサポート事業実施要綱

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１４年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

ファミリーサポート事業の利用
回数

2455 - -26 (決算) 2455 - -70.10 - -

3500 - -27 (予算) - - -100.00 - -

3500 - -28 (計画) - - -100.00 - -

3500 - -29 (計画) - - -100.00 - -

3500 - -30 (計画) - - -100.00 - -

ファミリーサポート事業105419345/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト ファミリーサポート事業105419

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

地域における子育て支援サービスの充実を図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

協力会員の絶対数が不足している。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
協力会員を増やすための広報を積極的に推進すると
ともに、ファミリーサポート事業を必要な人が利用
できるよう、利用方法等の周知を図っていく。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

ファミリーサポート事業実施要綱

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

6,972 6426 (決算) 138 2,4557,110 2,896

8,682 6427 (予算) 138 3,5008,820 2,520

8,682 6428 (計画) 138 3,5008,820 2,520

8,682 6429 (計画) 138 3,5008,820 2,520

8,662 6430 (計画) 138 3,5008,800 2,514

ファミリーサポート事業105419346/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト ファミリーサポート事業105419

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

成果を向上させる余地は多少ある。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

ファミリーサポート事業105419347/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト ファミリーサポート事業105419

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
9
8

子育ての相互援助活動を支援するために必要である。
9
7
9

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
7

社協に委託、効率的に運営されている。
6
7
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
6

市民の協力会員への参加など地域福祉の向上に寄与している。
8
5

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
9

子育てを手助けしてほしい市民へサービスを提供している。
7
9

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

相互扶助の地域福祉のあるべき姿として欠かせない。
8
7

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
A ・

Ｃ ・
B ・
B ・

B ・
Ｃ ・

B ・
A ・

B ・
B ・

A ・
A ・
B ・

B ・
B ・

B ・

B ・
Ｃ ・

B ・
A ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 8B ・ 7B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 A ・ 8B ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 8 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

子育ての相互援助活動を支援するために必要である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

ファミリーサポート事業105419348/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 次世代育成支援相談事業105422

105422 次世代育成支援相談事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

子育て支援

子育てしやすい地域環境の整備

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

要保護児童及び保護者等

相談者・要保護児童

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

平成１６年の児童福祉法改正により、児童家庭相談に応じることが市町村の業務として規定されたため、児童
相談員を配置し、要保護児童等に関する相談等に応じ、保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよ
う、必要な助言を行う。
また、児童虐待の通告を受け、要保護児童の適切な保護を図るため、必要な情報の交換、支援について協議を
する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

相談件数（年間） 250 件

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

子育て支援課福祉部

市

児童福祉法

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１７年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

相談件数（年間）

237 - -26 (決算) 237 - -94.80 - -

250 - -27 (予算) - - -100.00 - -

250 - -28 (計画) - - -100.00 - -

250 - -29 (計画) - - -100.00 - -

250 - -30 (計画) - - -100.00 - -

次世代育成支援相談事業105422349/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 次世代育成支援相談事業105422

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

最も適切な子育て支援事業の情報提供。児童虐待の防止。

・意図（どういう状態にしたいのか）

要保護児童対策協議会の充実等更なる相談体制の強化を図る。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式 　　

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
最も適切な子育て支援事業の情報提供。児童虐待の
防止。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

児童福祉法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

5,601 97426 (決算) 2,099 2377,700 32,489

6,319 97427 (予算) 2,099 2508,418 33,672

6,200 97428 (計画) 2,099 2508,299 33,196

6,200 97429 (計画) 2,099 2508,299 33,196

6,200 97430 (計画) 2,099 2508,299 33,196

次世代育成支援相談事業105422350/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 次世代育成支援相談事業105422

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 次世代育成支援相談事業105422

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

法令に基づくものであり、子育て支援や児童虐待の防止の観点か
らも必要である。 10

10
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
10
10

相談員は、保健師、臨時職員等で対応している。
8
10
10

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

要保護児童の適切な保護を図るために有効な事業である。
9
9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

児童相談等広く市民の相談を受け付けている。
9
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

法令で定められていることや児童虐待の防止等のうえで優先性が
高い。 10

10

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

B ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
－

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

B ・
A ・

A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・10

内部評価

10

A
点

平均 B ・ 10 10A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 10A 点 一次評価： 10A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

子育ての相談により育児不安の解消や児童虐待の防止につながるため、必要性が高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

次世代育成支援相談事業105422352/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 子ども・子育て支援事業計画
管理事業

105429

105429 子ども・子育て支援事業計画管理事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

子育て支援

子育てしやすい地域環境の整備

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

全市民

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

子ども子育て支援法に基づき、５年を１期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確
保その他この法律に基づく業務の円滑な実施について、座間市子ども・子育て支援計画に取り組む。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

開催回数 2 回

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

子育て支援課福祉部

市事業主体 単独補助単独 新規新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２７年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

開催回数

5 - -26 (決算) 5 - -250.00 - -

2 - -27 (予算) - - -100.00 - -

2 - -28 (計画) - - -100.00 - -

2 - -29 (計画) - - -100.00 - -

2 - -30 (計画) - - -100.00 - -

子ども・子育て支援事業計画
管理事業

105429353/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 子ども・子育て支援事業計画
管理事業

105429

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

子ども・子育て関連３法の制定に基づき、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的提供、保育の量的質的拡
大及び確保並びに地域における子ども・子育て支援の充実を図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
子ども子育て会議を設置し、子ども子育て諮問審議
を行う。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

0 51026 (決算) 1,100 01,100 -

256 20427 (予算) 440 0696 -

256 20428 (計画) 440 0696 -

256 20429 (計画) 440 0696 -

256 20430 (計画) 440 0696 -

子ども・子育て支援事業計画
管理事業

105429354/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 子ども・子育て支援事業計画
管理事業

105429

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

成果を向上させる余地はほとんどない。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

子ども・子育て支援事業計画
管理事業

105429355/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 子ども・子育て支援事業計画
管理事業

105429

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

子ども・子育て関連法に基づき、策定された事業計画の管理を行
う。 8

8
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
10
10

事業計画に沿って事業が実施されている。
8
9
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
8

待機児童の解消等、平成31年度の事業計画目標に向けて事業が
実施されている。 10

8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

公募委員を含む委員により子ども・子育て会議を開催し、会議の内
容は公表している。 10

－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
8

質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量的
拡大及び確保並びに地域における子育て支援の充実を図るため
策定された市子ども・子育て事業計画の業務の円滑な実施を管理
するものである。

10
7

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
A ・

B ・
A ・
A ・

A ・
B ・

A ・
－

A ・
B ・

A ・
A ・
A ・

B ・
A ・

A ・

A ・
B ・

A ・
A ・

A ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 10A ・10

内部評価

10

A
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

地域のニーズに沿った施策の実現に有効である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

子ども・子育て支援事業計画
管理事業

105429356/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 生活保護運営対策事業115101

115101 生活保護運営対策事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

生活困窮対策

生活保護世帯等の自立支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

受給者

生活保護受給者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

低所得者等の生活相談及び生活保護対象者の生活指導を実施する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

設定せず

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

生活援護課福祉部

市

生活保護法

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

法定受託事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成元年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

設定せず

- - -26 (決算) - - -- - -

- - -27 (予算) - - -- - -

- - -28 (計画) - - -- - -

- - -29 (計画) - - -- - -

- - -30 (計画) - - -- - -

生活保護運営対策事業115101357/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 生活保護運営対策事業115101

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

生活困窮者及び低所得者等から生活・医療等に係る相談を受け、各種社会保障制度・福祉サービス・親族から
の扶養義務を活用した自立援助を図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

医療扶助の適正な運営の確保については、医療・調剤に関する専門知識の不足等により、受給者への適切な指
導がなされているとは言い難いことが課題である。

・事業実施上の検討課題

成果指標

自立更生率成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式 自立更生件数÷年間廃止件数

目標値 40

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
平成22年度より就労支援相談員を1名から2名に増員
し、自立助長を図った。また、面接相談員を平成23
年度より1名から2名に増員配置し、相談指導体制の
充実を図った。今後さらなる相談指導体制の充実を
図り、他法他施策の活用、就労支援による自立の助
長を図る。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

生活保護法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

4026 (決算) 40100.00

4027 (予算) -100.00

4028 (計画) -100.00

4029 (計画) -100.00

4030 (計画) -100.00

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

24,128 329326 (決算) 7,097 031,225 -

25,995 329327 (予算) 7,097 033,092 -

25,263 329328 (計画) 7,097 032,360 -

25,263 329329 (計画) 7,097 032,360 -

25,263 329330 (計画) 7,097 032,360 -

生活保護運営対策事業115101358/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 生活保護運営対策事業115101

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

効率的である。

取り組んでいるが多少改善の余地がある。

高い。

成果を向上させる余地はほとんどない。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

評価対象外

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｃ（6点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

－

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

生活保護運営対策事業115101359/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 生活保護運営対策事業115101

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

7
7
10

法令等で義務付けがあるが、それに沿って適正に執行されなけれ
ばならない。 6

6
4

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
6
6

法令等に基づき効率的に執行されている。
8
6
6

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
7

法令等に基づくところであるが、その目的である、自立助長につい
て一層の努力が期待される｡ 8

7

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
－

法令等に基づく。（市民の誰もが対象者になり得る）
8
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

法令等に基づく。（最後のセーフティーネットとして極めて優先性が
高い） 10

10

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

Ｃ ・
Ｃ ・
Ｄ ・

B ・
Ｃ ・
Ｃ ・

B ・
B ・

B ・
－

A ・
A ・

B ・
B ・
A ・

B ・
Ｃ ・

Ｃ ・

B ・
B ・

B ・
－

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 5Ｃ ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 B ・ 8B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 B ・ 10 10A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

国民の生存権に係る施策であり、国で保護費の負担について検討すべきである。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

生活保護運営対策事業115101360/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 番号制度生活保護システム
改修事業

115104

115104 番号制度生活保護システム改修事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

生活困窮対策

生活保護世帯等の自立支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

生活保護受給者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

番号制度導入に伴い、生活保護システムを改修する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

設定せず

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

生活援護課福祉部

市事業主体 単独補助単独 新規新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～未着手進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

法定受託事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２６年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

設定せず

- - -26 (決算) - - -- - -

- - -27 (予算) - - -- - -

- - -28 (計画) - - -- - -

- - -29 (計画) - - -- - -

- - -30 (計画) - - -- - -

番号制度生活保護システム
改修事業

115104361/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 番号制度生活保護システム
改修事業

115104

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

番号制度導入に伴う生活保護システム改修。

・意図（どういう状態にしたいのか）

国において詳細が示されていないため、システム改修費等不明確。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

0 026 (決算) 1 01 -

9,396 25027 (予算) 539 09,935 -

0 028 (計画) 1 01 -

0 029 (計画) 1 01 -

0 030 (計画) 1 01 -

番号制度生活保護システム
改修事業

115104362/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 番号制度生活保護システム
改修事業

115104

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

十分効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

評価対象外

優先度が極めて高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

－

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

番号制度生活保護システム
改修事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 番号制度生活保護システム
改修事業

115104

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

扶助費の支給や課税調査等を実施するに当たっては、マイナン
バーの登録及び活用が必須であり、必要性は極めて高い。 7

7
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
8

システム改修はそれなりにコストがかかるが、マイナンバーを利用す
ることで扶助費の支給や各種調査が間違いなく且つ速やかに実施
できるようになり、効率性は高い。

9
8
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

マイナンバーの利用により課税（収入）・資産調査を確実に実施で
き、必要な人に必要な保護を実施することができる（最低生活の保
障）。

7
9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
－

被保護者の資産等を確実に把握できるため、不要な保護金品の支
給を防止でき、保護の適正化に寄与するため、受益者は全ての市
民と言える。

9
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

法の施行に合わせてシステム改修を実施する必要があり、施行後
は扶助費の支給にマイナンバーが必須となることから、優先性は極
めて高い。

7
6

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
A ・

A ・
B ・
A ・

B ・
A ・

A ・
－

B ・
Ｃ ・

A ・
A ・
A ・

B ・
B ・

B ・

B ・
B ・

B ・
－

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 8B ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 B ・ 9A ・8

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 10 7B ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

事務の効率化が期待できる。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

番号制度生活保護システム
改修事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 中国残留邦人等生活支援事
業

115204

115204 中国残留邦人等生活支援事業

支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち

生活困窮対策

生活安定支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

受給者（中国残留邦人）

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援を図る。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

・市民参加

受給者面談 3 回/年

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

生活援護課福祉部

市

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 26 年度 平成 30 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

法定受託事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成２０年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

受給者面談

3 - -26 (決算) 3 - -100.00 - -

3 - -27 (予算) - - -100.00 - -

3 - -28 (計画) - - -100.00 - -

3 - -29 (計画) - - -100.00 - -

3 - -30 (計画) - - -100.00 - -

中国残留邦人等生活支援事
業

115204365/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 中国残留邦人等生活支援事
業

115204

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

生活困窮の中国残留邦人等に対し、生活費・医療費等を給付し、邦人等の方々の安定した生活を保障する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

市独自で対象者の把握が出来ない。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｄ　（コストを現状維持＝最大限にコストと成果がバランスがとれている状況）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
平成20年度から開始。中国残留邦人等の方々の安定
した生活を確保する。 ☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-26 (決算) --

-27 (予算) --

-28 (計画) --

-29 (計画) --

-30 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

4,546 5426 (決算) 117 54,663 932,600

7,002 5427 (予算) 117 57,119 1,423,800

7,893 5428 (計画) 117 58,010 1,602,000

7,893 5429 (計画) 117 58,010 1,602,000

7,893 5430 (計画) 117 58,010 1,602,000

中国残留邦人等生活支援事
業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 中国残留邦人等生活支援事
業

115204

○必要性について

施策（事業）の目的が市民や社会のニーズにかなっている（た）か

事業対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か

役割分担からみて市が行う必要があるか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得られている（た）か

他市と比べてコストはどうか

コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

施策目標達成への貢献度はどうか

成果を向上させる余地はあるか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

最大限成果が出ており、成果向上の余地はない。

限定されていない。

評価対象外

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

－

視点１

視点２

Ａ（10点）

Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（10点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

中国残留邦人等生活支援事
業

115204367/1188 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 中国残留邦人等生活支援事
業

115204

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
10
10

法令で義務付けられており、それに沿って適正に執行されなけれ
ばならない。 9

9
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10点

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

10
10
10

法令に基づき効率的に執行されている。
8
8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

法令に基づく。
10
10

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
－

法令に基づく。
8
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

10
10

法令に基づく。
10
10

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

B ・
B ・
B ・

A ・
A ・

B ・
－

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

A ・
A ・

A ・

A ・
A ・

A ・
－

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 10A ・ 9A ・

内部評価

10

A
点

平均 10A ・ 8B ・

内部評価

9

A
点

平均 10A ・ 10A ・

内部評価

10

A
点

平均 A ・ 8B ・10

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 10 10A ・

内部評価

10

A
点

事業評価（内部）： 10A 点 一次評価： 10A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

法令で義務づけられた制度であり、今後も適正な執行に配慮し支援を継続する必要がある。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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